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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスを発見するための方法であって、
　第1のアクセスポイント(AP)によって、第1の局(STA)からサービス発見要求フレームを
受信するステップであって、前記サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目
を含む、ステップと、
　前記第1のAPによって、前記サービス発見要求フレームに従って、前記第1のAPのサービ
ス情報テーブルに問い合わせて、前記M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取
得するステップと、
　前記第1のAPによって、第1のサービス発見応答フレームを前記第1のSTAに返すステップ
であって、前記第1のサービス発見応答フレームが前記問合せ結果を含む、ステップとを
含み、
　前記M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得する前記ステップが、
　前記M個のサービス問合せ項目を満たし前記第1のAPの前記サービス情報テーブル中にあ
るすべてのサービス情報を取得するステップと、
　前記サービス発見要求フレームを第2のAPに転送して、前記第2のAPによって返された第
2のサービス発見応答フレームを受信するステップであって、前記第2のサービス発見応答
フレームが、前記M個のサービス問合せ項目を満たし前記第2のAPのサービス情報テーブル
中にあるすべてのサービス情報を含む、ステップとを含み、
　前記問合せ結果が、前記M個のサービス問合せ項目を満たし前記第1のAPの前記サービス
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情報テーブル中にあるすべての前記サービス情報と、前記M個のサービス問合せ項目を満
たし前記第2のAPのサービス情報テーブル中にあるすべての前記サービス情報とを含む、
方法。
【請求項２】
　第1のAPによって、第1のSTAからサービス発見要求フレームを受信する前記ステップの
前に、
　前記第1のAPによって、前記第1のSTAによりあるブロードキャスト方式で送信されたプ
ローブ要求フレームを受信するステップであって、前記プローブ要求フレームがサービス
情報要素を含む、ステップと、
　プローブ応答フレームを前記第1のSTAに返すステップであって、前記プローブ応答フレ
ームが、サービス要覧項目を含む前記サービス情報要素を含む、ステップとをさらに含む
、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　サービスを発見するための方法であって、
　第1の局(STA)によって、第1のアクセスポイント(AP)にサービス発見要求フレームを送
信するステップであって、前記サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を
含む、ステップと、
　前記第1のAPによって返されるサービス発見応答フレームを受信するステップであって
、前記サービス発見応答フレームが、前記M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果
を含む、ステップとを含み、
　前記問合せ結果が、前記M個のサービス問合せ項目を満たし前記第1のAPのサービス情報
テーブル中にあるすべてのサービス情報と、前記M個のサービス問合せ項目を満たし第2の
APのサービス情報テーブル中にあるすべてのサービス情報とを含む、方法。
【請求項４】
　第1のSTAによって、第1のAPにサービス発見要求フレームを送信する前記ステップの前
に、
　前記第1のSTAによって、あるブロードキャスト方式でプローブ要求フレームを送信する
ステップであって、前記プローブ要求フレームがサービス情報要素を含む、ステップと、
　前記第1のAPによって返されるプローブ応答フレームを受信するステップであって、前
記プローブ応答フレームが、サービス要覧項目を含む前記サービス情報要素を含む、ステ
ップとをさらに含む、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　サービスを発見するための第1のアクセスポイント(AP)であって、
　第1の局(STA)からサービス発見要求フレームを受信するように構成される、受信ユニッ
トであって、前記サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を含む、受信ユ
ニットと、
　前記サービス発見要求フレームに従って、前記第1のAPのサービス情報テーブルに問い
合わせて、前記M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得するように構成され
る、問合せユニットと、
　第1のサービス発見応答フレームを前記第1のSTAに返すように構成される、送信ユニッ
トであって、前記サービス発見応答フレームが前記問合せ結果を含む、送信ユニットとを
含み、
　前記問合せユニットは、
　前記サービス発見要求フレームに従って、前記第1のAPの前記サービス情報テーブルに
問い合わせて、前記M個のサービス問合せ項目を満たし前記第1のAPの前記サービス情報テ
ーブル中にあるすべてのサービス情報を取得するように構成される、ローカルサブユニッ
トと、
　前記サービス発見要求フレームを第2のAPに転送し、前記第2のAPによって返される第2
のサービス発見応答フレームを受信し、前記第2のAPによって返される前記サービス発見
応答フレームに含まれる前記サービス情報を取得するように構成される、リモートサブユ
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ニットであって、前記第2のAPによって返される前記第2のサービス発見応答フレームが、
前記M個のサービス問合せ項目を満たし前記第2のAPのサービス情報テーブル中にあるすべ
てのサービス情報を含む、リモートサブユニットと、
　前記M個のサービス問合せ項目を満たす前記問合せ結果を取得するように構成される、
結果取得サブユニットであって、前記問合せ結果が、前記ローカルサブユニットによって
取得される前記サービス情報および前記リモートサブユニットによって取得される前記サ
ービス情報を含む、結果取得サブユニットとを含む、第1のアクセスポイント(AP)。
【請求項６】
　走査ユニットをさらに含み、
　前記走査ユニットが、あるブロードキャスト方式でビーコンフレームを送信するように
構成され、前記ビーコンフレームがサービス情報要素を含み、前記サービス情報要素がサ
ービス要覧項目を含み、または、前記走査ユニットが、前記第1のSTAによってあるブロー
ドキャスト方式で送信されたプローブ要求フレームを受信し、プローブ応答フレームを前
記第1のSTAに返すように構成され、前記プローブ要求フレームがサービス情報要素を含み
、前記プローブ応答フレームが、サービス要覧項目を含む前記サービス情報要素を含む、
請求項5に記載の第1のAP。
【請求項７】
　サービスを発見するための第1の局(STA)であって、
　サービス発見要求フレームを第1のアクセスポイント(AP)に送信するように構成される
、送信ユニットであって、前記サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を
含む、送信ユニットと、
　前記第1のAPによって返されるサービス発見応答フレームを受信するように構成される
、受信ユニットであって、前記サービス発見応答フレームが、前記M個のサービス問合せ
項目を満たす問合せ結果を含む、受信ユニットとを含み、
　前記問合せ結果が、前記M個のサービス問合せ項目を満たし前記第1のAPのサービス情報
テーブル中にあるすべてのサービス情報と、前記M個のサービス問合せ項目を満たし第2の
APのサービス情報テーブル中にあるすべてのサービス情報とを含む、第1の局(STA)。
【請求項８】
　走査ユニットをさらに含み、
　前記走査ユニットが、前記第1のAPによってあるブロードキャスト方式で送信されたビ
ーコンフレームを受信するように構成され、前記ビーコンフレームがサービス情報要素を
含み、前記サービス情報要素がサービス要覧項目を含み、または、前記走査ユニットが、
あるブロードキャスト方式でプローブ要求フレームを送信し、前記第1のAPによって返さ
れるプローブ応答フレームを受信するように構成され、前記プローブ要求フレームがサー
ビス情報要素を含み、前記プローブ応答フレームが、サービス要覧項目を含む前記サービ
ス情報要素を含む、請求項7に記載の第1のSTA。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ネットワーク通信の分野に関し、詳細には、サービスを登録して
発見するための方法、デバイス、およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers、米国電気電子学会)802.1
1に基づくワイヤレスローカルエリアネットワーク(wireless local area network、略し
てWLAN)は、高周波技術が採用されワイヤレスチャネルが送信媒体として使用される、ロ
ーカルエリアネットワークである。局(station、略してSTA)、アクセスポイント(access 
point、略してAP)などが通常、WLANの中に含まれる。STAは、ワイヤレスローカルエリア
ネットワークインターフェースを有するデバイスを指す。STAの機能に加えて、APはさら
に、関連付けられたSTAにワイヤレス媒体によって提供されるインターフェースを通じて



(4) JP 6068630 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

、配信システムに接続されてよく、STA間の通信、またはSTAと有線ネットワークの間の通
信の実施を担う。複数のSTAが同じAPと関連付けられ得る。
【０００３】
　WLANにアクセスする前に、STAはまず、STAが位置する領域においてネットワークを探索
する必要があり、利用可能なAPを発見し、発見された利用可能なAPと関連付けられる。利
用可能なAPは通常、2つの方式、すなわち、能動走査および受動走査で発見される。
【０００４】
　能動走査方式: STAが、すべてのチャネル上のプローブ要求(probe request)フレームを
ブロードキャストし、チャネル上の利用可能なAPを能動的に走査し、利用可能なAPについ
ての情報を取得するために、利用可能なAPによって返されるプローブ応答(probe respons
e)フレームを受信する。
【０００５】
　受動走査方式: APが、ビーコン(beacon)フレームを定期的に送信し、STAが、利用可能
なAPについての情報を取得するために、チャネルごとに聴取を実行してAPによって送信さ
れたビーコンフレームを捕捉する。
【０００６】
　同じAPと関連付けられるすべてのSTAとAPとがともに、1つの基本サービスセット(basic
 service set、略してBSS)を形成する。BSSは、基本サービスセット識別子(basic servic
e set identifier、略してBSSID)によって識別され得る。BSSIDは通常、APの媒体アクセ
ス制御(media access control、略してMAC)アドレスである。
【０００７】
　ワイヤレスフィデリティ(wireless fidelity、略してWiFi)技術は、短距離のワイヤレ
ス通信技術である。便利な使用法、高い送信レートなどの利点に基づいて、ワイヤレスフ
ィデリティ技術は、ワイヤレスローカルエリアネットワークの構築と、ワイドエリアネッ
トワークへのアクセスとの両方の面において、広く採用されている。近年では、WiFi技術
をサポートするノートブックコンピュータおよび携帯電話などの様々な端末デバイスの、
進行中の普及および高速な成長により、WLAN技術は、産業の情報化、家庭の情報化、およ
び個人の情報化のための重要な技術となっており、企業、家庭、大学、および病院などの
様々な場所で広く採用されており、様々なWLAN関連のサービス要件およびユーザ体験の要
件をもたらしている。現在のWLAN技術の研究の焦点は、次の通りである。たとえば、複雑
なサービス分類および集中型の展開を伴う高密度サービスの状況では、1つの焦点は、ユ
ーザが、ネットワークにより提供され得るサービスをどのように発見し、ユーザが必要と
するサービス、たとえば印刷に従って、対応するネットワークにどのように高速および効
率的にアクセスするか、ということである。さらに、別の焦点は、ユーザが必要とされる
サービスを発見し、サービスを提供するデバイスとのWiFiを通じた直接の対話を実行する
ことを意図する場合に、WiFi DirectおよびBluetooth(登録商標)のサポートなどのデバイ
ス能力を、どのように発見するかということである。
【０００８】
　現在、デバイスの発見およびポイントツーポイント(point-to-point、略してP2P)直接
関連付けの確立は、WiFi Direct技術を使用することによって実行されることが可能であ
り、コンテンツなどがデバイス間で共有され、提示され、印刷され、かつ同期され得る。
WiFi Direct技術の中核は、デバイスがグループを構築し、またはグループに参加して、
接続がデバイスの間で確立され、続いて通信がグループの内部で実行されるように、必要
とされるデバイスがP2P方式でデバイスの間で発見される、ということである。WiFi Dire
ct技術は、近距離でのデバイスの発見を行い、このとき、デバイスベースの発見および探
索のみが行われ得るので、デバイスは、チャネル(channel)を定期的に聴取して、デバイ
スの発見および情報の共有に応答する必要がある。したがって、デバイス間の距離によっ
て制約されて、WiFi Directは、サービスベースの発見および探索を行うことができず、
デバイスは、チャネルの聴取のために多くのリソースを消費する必要がある。
【発明の概要】
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このことに鑑みて、本発明の実施形態は、サービスを登録して発見するための方法、デ
バイス、およびシステムを提供し、このとき、アクセスポイントAPが、STAによって宣言
されたサービス情報を受信して保持し、ネットワーク中でサービス情報を発見するための
、かつまた、直接関連付けサービスを発見してSTA間の直接通信を管理するための、STAの
ためのプロキシとして機能し、これによって、サービス要件に従ってネットワークを選択
するユーザの要求を満たす。
【００１０】
　第1の態様では、サービスを発見するための方法が提供され、その方法は、
　第1のアクセスポイントAPによって、第1の局STAからサービス発見要求フレームを受信
するステップであって、サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を含み、M
が0以上の整数である、ステップと、
　サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせて
、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得するステップと、
　サービス発見応答フレームを第1のSTAに返すステップであって、サービス発見応答フレ
ームが問合せ結果を含む、ステップとを含む。
【００１１】
　第1の態様の第1の可能な実装方式では、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果
を取得するステップは特に、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テ
ーブル中にある問合せ結果を取得するステップを含む。
【００１２】
　第1の態様の第2の可能な実装方式では、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果
を取得するステップは特に、
　M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル中にあるすべてのサ
ービス情報を取得するステップと、
　サービス発見要求フレームを第2のAPに転送して、第2のAPによって返されたサービス発
見応答フレームを受信するステップであって、第2のAPによって返されるサービス発見応
答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たし第2のAPのサービス情報テーブル中にあ
るすべてのサービス情報を含む、ステップとを含み、
　問合せ結果は特に、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル
中にあるすべてのサービス情報と、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレーム
に含まれるサービス情報とを含む。
【００１３】
　第1の態様の第3の可能な実装方式では、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果
を取得するステップは特に、
　第1のAPのサービス情報テーブル中に存在するサービス情報の少なくとも1つがM個のサ
ービス問合せ項目を満たす場合に、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス
情報テーブル中にあるすべてのサービス情報を取得するステップ、または、
　第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情報のいずれもがM個のサービス問合せ項
目を満たさない場合に、サービス発見要求フレームを第2のAPに転送し、第2のAPによって
返されるサービス発見応答フレームを受信し、第2のAPによって返されるサービス発見応
答フレームに含まれるサービス情報を取得するステップであって、第2のAPによって返さ
れるサービス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たし第2のAPのサービス
情報テーブル中にあるすべてのサービス情報を含む、ステップを含む。
【００１４】
　第1の態様、または、第1の態様の第1から第3の可能な実装方式のいずれか1つによれば
、第4の可能な実装方式では、第1のAPによって、第1のSTAからサービス発見要求フレーム
を受信するステップの前に、方法はさらに、
　第1のAPによって、第1のSTAによりあるブロードキャスト方式で送信されたプローブ要
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求フレームを受信するステップであって、プローブ要求フレームがサービス情報要素を含
む、ステップと、
　プローブ応答フレームを第1のSTAに返すステップであって、プローブ応答フレームがサ
ービス情報要素を含み、サービス情報要素がサービス要覧項目を含む、ステップとを含む
。
【００１５】
　第1の態様と、第1の態様の第1から第3の可能な実装方式とのいずれか1つによれば、第5
の可能な実装方式では、第1のAPによって、第1のSTAからサービス発見要求フレームを受
信するステップの前に、方法はさらに、第1のAPによって、あるブロードキャスト方式で
ビーコンフレームを送信するステップを含み、ビーコンフレームはサービス情報要素を含
み、サービス情報要素はサービス要覧項目を含む。
【００１６】
　第2の態様では、サービスを発見するための方法が提供され、その方法は、
　第1の局STAによって、第1のアクセスポイントAPにサービス発見要求フレームを送信す
るステップであって、サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を含み、Mが
0以上の整数である、ステップと、
　第1のAPによって返されるサービス発見応答フレームを受信するステップであって、サ
ービス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を含む、ステ
ップとを含む。
【００１７】
　第2の態様の第1の可能な実装方式では、第1のSTAによって、第1のAPにサービス発見要
求フレームを送信するステップの前に、方法はさらに、
　第1のSTAによって、あるブロードキャスト方式でプローブ要求フレームを送信するステ
ップであって、プローブ要求フレームがサービス情報要素を含む、ステップと、
　第1のAPによって返されるプローブ応答フレームを受信するステップであって、プロー
ブ応答フレームがサービス情報要素を含み、サービス情報要素がサービス要覧項目を含む
、ステップとを含む。
【００１８】
　第2の態様の第2の可能な実装方式では、第1のSTAによって、第1のAPにサービス発見要
求フレームを送信するステップの前に、方法はさらに、
　第1のAPによってあるブロードキャスト方式で送信されるビーコンフレームを受信する
ステップを含み、ビーコンフレームがサービス情報要素を含み、サービス情報要素がサー
ビス要覧項目を含む。
【００１９】
　第3の態様では、サービスを発見するための第1のアクセスポイントAPが提供され、その
APは、
　第1の局STAからサービス発見要求フレームを受信するように構成される、受信ユニット
であって、サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を含み、Mが0以上の整
数である、受信ユニットと、
　サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせて
、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得するように構成される、問合せユ
ニットと、
　サービス発見応答フレームを第1のSTAに返すように構成される、送信ユニットであって
、サービス発見応答フレームが問合せ結果を含む、送信ユニットとを含む。
【００２０】
　第3の態様の第1の可能な実装方式では、問合せユニットは特に、
　サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせて
、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル中にあるすべてのサ
ービス情報を取得するように構成される、ローカルサブユニットと、
　サービス発見要求フレームを第2のAPに転送し、第2のAPによって返されるサービス発見
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応答フレームを受信し、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレームに含まれる
サービス情報を取得するように構成される、リモートサブユニットであって、第2のAPに
よって返されるサービス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たし第2のAP
のサービス情報テーブル中にあるすべてのサービス情報を含む、リモートサブユニットと
、
　M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得するように構成される、結果取得
サブユニットであって、問合せ結果が特に、ローカルサブユニットによって取得されるサ
ービス情報およびリモートサブユニットによって取得されるサービス情報を含む、結果取
得サブユニットとを含む。
【００２１】
　第3の態様の第2の可能な実装方式では、問合せユニットは特に、
　サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせる
ように構成される、探索サブユニットと、
　探索サブユニットの探索結果が、第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情報の
いずれもがM個のサービス問合せ項目を満たさないということである場合に、サービス発
見要求フレームを第2のAPに転送し、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレーム
を受信し、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレームに含まれるサービス情報
を取得するように構成される、リモートサブユニットであって、第2のAPによって返され
るサービス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たし第2のAPのサービス情
報テーブル中にあるすべてのサービス情報を含む、リモートサブユニットと、
　探索サブユニットの探索結果が、第1のAPのサービス情報テーブル中に存在するサービ
ス情報の少なくとも1つがM個のサービス問合せ項目を満たすということである場合に、M
個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル中にあるすべてのサー
ビス情報を取得すように構成される、ローカルサブユニットとを含む。
【００２２】
　第3の態様と、第3の態様の可能な実装方式のいずれか1つによれば、第3の可能な実装方
式では、第1のAPはさらに走査ユニットを含み、
　走査ユニットは、あるブロードキャスト方式でビーコンフレームを送信するように構成
され、このときビーコンフレームはサービス情報要素を含み、サービス情報要素はサービ
ス要覧項目を含み、または、走査ユニットは、第1のSTAによってあるブロードキャスト方
式で送信されたプローブ要求フレームを受信し、プローブ応答フレームを第1のSTAに返す
ように構成され、このときプローブ要求フレームはサービス情報要素を含み、プローブ応
答フレームはサービス情報要素を含み、サービス情報要素はサービス要覧項目を含む。
【００２３】
　第4の態様では、サービスを発見するための第1の局STAが提供され、そのSTAは、
　サービス発見要求フレームを第1のアクセスポイントAPに送信するように構成される、
送信ユニットであって、サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を含む、
送信ユニットと、
　第1のAPによって返されるサービス発見応答フレームを受信するように構成される、受
信ユニットであって、サービス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たす
問合せ結果を含む、受信ユニットとを含む。
【００２４】
　第4の態様の第1の可能な実装方式では、第1のSTAはさらに走査ユニットを含み、
　走査ユニットは、第1のAPによってあるブロードキャスト方式で送信されたビーコンフ
レームを受信するように構成され、このときビーコンフレームはサービス情報要素を含み
、サービス情報要素はサービス要覧項目を含み、または、走査ユニットは、あるブロード
キャスト方式でプローブ要求フレームを送信し、第1のAPによって返されるプローブ応答
フレームを受信するように構成され、このときプローブ要求フレームはサービス情報要素
を含み、プローブ応答フレームはサービス情報要素を含み、サービス情報要素はサービス
要覧項目を含む。



(8) JP 6068630 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

【００２５】
　第5の態様では、サービスを登録するための方法が提供され、その方法は、
　第1のアクセスポイントAPによって、第1の局STAからサービス告知要求フレームを受信
するステップであって、サービス告知要求フレームが、第1のSTAのデバイスアドレスおよ
び少なくとも1つのサービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々が
サービス名を含む、ステップと、
　第1のSTAのデバイス識別子を取得するステップと、
　少なくとも1つのサービス宣言項目に従って、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々
に対応するサービス識別子を取得するステップと、
　第1のAPのサービス情報テーブルに、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応す
るサービス情報を記録するステップであって、サービス情報が、基本サービスセット識別
子BSSID、デバイス識別子、サービス識別子、およびサービス宣言項目を含む、ステップ
と、
　サービス告知応答フレームを第1のSTAに返すステップであって、サービス告知応答フレ
ームが、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応
するサービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確認応答項目がサービス識別子お
よびサービス名を含む、ステップとを含む。
【００２６】
　第5の態様の第1の可能な実装方式では、第1のSTAのデバイス識別子を取得するステップ
は特に、
　第1のSTAのデバイスアドレスに従って、第1のAPのアドレス対応付けテーブルに問い合
わせるステップであって、アドレス対応付けテーブルが、デバイスアドレスとデバイス識
別子との対応付けを含む、ステップと、
　第1のAPのアドレス対応付けテーブル中の1つの既存のアドレスの対応付けにおけるデバ
イスアドレスが、第1のSTAのデバイスアドレスと同じである場合に、既存のアドレスの対
応付けにおけるデバイス識別子、すなわち、第1のSTAのデバイス識別子を取得するステッ
プ、または、
　第1のAPのアドレス対応付けテーブル中のいずれのアドレスの対応付けにおけるデバイ
スアドレスも、第1のSTAのデバイスアドレスと異なる場合に、デバイス識別子プールから
第1のSTAのデバイス識別子を割り振り、アドレス対応付けテーブルに、第1のSTAのデバイ
スアドレスと第1のSTAのデバイス識別子とのアドレスの対応付けを記録するステップとを
含む。
【００２７】
　第5の態様の第2の可能な実装方式では、サービス告知要求フレームはさらに、第1のSTA
のデバイス識別子を含み、
　それに対応して、第1のSTAのデバイス識別子を取得するステップは特に、
　サービス告知要求フレームから第1のSTAのデバイス識別子を取得するステップを含む。
【００２８】
　第5の態様、または第5の態様の第1もしくは第2の可能な実装方式によれば、第3の可能
な実装方式では、少なくとも1つのサービス宣言項目に従って、少なくとも1つのサービス
宣言項目の各々に対応するサービス識別子を取得するステップは、
　第1のAPによって、少なくとも1つのサービス宣言項目中の第1のサービス宣言項目のサ
ービス名に従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせるステップと、
　第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情報のいずれにおけるサービス名も、第1
のサービス宣言項目のサービス名と異なる場合に、第1のサービス宣言項目のサービス名
に従って第1のサービス識別子を割り振るステップ、または、
　第1のAPのサービス情報テーブル中に存在する既存のサービス情報におけるあるサービ
ス名が、第1のサービス宣言項目のサービス名と同じである場合に、既存のサービス情報
のサービス識別子、すなわち、第1のサービス宣言項目のサービス名に対応する第1のサー
ビス識別子を取得するステップとを含む。
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【００２９】
　第5の態様の第3の可能な実装方式によれば、第4の可能な実装方式では、第1のAPのサー
ビス情報テーブルに、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス情報
を記録するステップは、
　第1のAPによって、第1のサービス情報を取得するステップであって、第1のサービス情
報が、第1のAPのBSSID、第1のSTAのデバイス識別子、第1のサービス識別子、および第1の
サービス宣言項目を含む、ステップと、
　第1のAPのサービス情報テーブルに第1のサービス情報を記録するステップとを含む。
【００３０】
　第5の態様と、第5の態様の第1から第4の可能な実装方式のいずれか1つによれば、第5の
可能な実装方式では、方法はさらに、
　第1のAPによって、第1のサービス保守フレームを第2のAPに送信するステップを含み、
第2のAPが第2のAPのサービス情報テーブルを更新するように、第1のサービス保守フレー
ムが、第1の保守状態と、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス情
報とを含む。
【００３１】
　第5の態様と、第5の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つによれば、第6の
可能な実装方式では、方法はさらに、
　第1のAPによって、第1のSTAから第2のサービス保守フレームを受信するステップであっ
て、第2のサービス保守フレームが第2の保守状態および少なくとも1つのサービス保守項
目を含み、少なくとも1つのサービス保守項目の各々がBSSID、デバイス識別子、およびサ
ービス識別子を含む、ステップと、
　第1のAPによって、第2のサービス保守フレームに従って、第1のAPのサービス情報テー
ブルを更新するステップとを含む。
【００３２】
　第5の態様と、第5の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つによれば、第7の
可能な実装方式では、方法はさらに、
　第1のAPによって、第1のSTAが関連付けられていないことを感知するステップと、
　第1のAPのサービス情報テーブルから、第1のSTAによって宣言されるすべてのサービス
情報を削除するステップとを含む。
【００３３】
　第5の態様と、第5の態様のすべての上の可能な実装方式のいずれか1つによれば、第8の
可能な実装形態では、方法はさらに、
　第1のAPによって、第3のサービス保守フレームを受信するステップであって、第3のサ
ービス保守フレームが第1の保守状態とサービス情報の少なくとも1つとを含み、または、
第2の保守状態と少なくとも1つのサービス保守項目とを含む、ステップと、
　第1のAPによって、第3のサービス保守フレームに従って、第1のAPのサービス情報テー
ブルを更新するステップとを含む。
【００３４】
　第6の態様では、サービスを登録するための方法が提供され、その方法は、
　第1の局STAによって、第1のアクセスポイントAPにサービス告知要求フレームを送信す
るステップであって、サービス告知要求フレームが、第1のSTAのデバイスアドレスおよび
少なくとも1つのサービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々がサ
ービス名を含む、ステップと、
　サービス告知応答フレームを第1のAPから受信するステップであって、サービス告知応
答フレームが、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々
に対応するサービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確認応答項目がサービス識
別子およびサービス名を含む、ステップとを含む。
【００３５】
　第6の態様の第1の可能な実装方式では、方法はさらに、
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　第1のSTAによって、第1のAPがサービス保守フレームに従って第1のAPのサービス情報テ
ーブルを更新するように、第1のAPにサービス保守フレームを送信するステップを含み、
　サービス保守フレームは、第2の保守状態および少なくとも1つのサービス保守項目を含
み、少なくとも1つのサービス保守項目の各々は、基本サービスセット識別子BSSID、デバ
イス識別子、およびサービス識別子を含む。
【００３６】
　第7の態様では、サービスを登録するための第1のアクセスポイントAPが提供され、その
APは、
　第1の局STAからサービス告知要求フレームを受信するように構成される、受信ユニット
であって、サービス告知要求フレームが、第1のSTAのデバイスアドレスおよび少なくとも
1つのサービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々がサービス名を
含む、受信ユニットと、
　第1のSTAのデバイス識別子を取得するように構成される、第1の取得ユニットと、
　少なくとも1つのサービス宣言項目に従って、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々
に対応するサービス識別子を取得するように構成される、第2の取得ユニットと、
　第1のAPのサービス情報テーブルに、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応す
るサービス情報を記録するように構成される、記録ユニットであって、サービス情報が、
基本サービスセット識別子BSSID、デバイス識別子、サービス識別子、およびサービス宣
言項目を含む、記録ユニットと、
　サービス告知応答フレームを第1のSTAに返すように構成される、送信ユニットであって
、サービス告知応答フレームが、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサービ
ス宣言項目の各々に対応するサービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確認応答
項目がサービス識別子およびサービス名を含む、送信ユニットとを含む。
【００３７】
　第7の態様の第1の可能な実装方式では、第1の取得ユニットは特に、第1のSTAのデバイ
スアドレスに従って、第1のAPのアドレス対応付けテーブルに問い合わせることであって
、アドレス対応付けテーブルがデバイスアドレスとデバイス識別子との対応付けを含むこ
とと、第1のAPのアドレス対応付けテーブル中の1つの既存のアドレスの対応付けにおける
デバイスアドレスが、第1のSTAのデバイスアドレスと同じである場合に、既存のアドレス
の対応付けにおけるデバイス識別子、すなわち、第1のSTAのデバイス識別子を取得し、ま
たは、第1のAPのアドレス対応付けテーブル中のいずれのアドレスの対応付けにおけるデ
バイスアドレスも、第1のSTAのデバイスアドレスと異なる場合に、デバイス識別子プール
から第1のSTAのデバイス識別子を割り振り、アドレス対応付けテーブルに、第1のSTAのデ
バイスアドレスと第1のSTAのデバイス識別子とのアドレスの対応付けを記録することとを
行うように構成される。
【００３８】
　第7の態様の第2の可能な実装方式では、サービス告知要求フレームはさらに、第1のSTA
のデバイス識別子を含み、第1の取得ユニットは特に、サービス告知要求フレームから第1
のSTAのデバイス識別子を取得するように構成される。
【００３９】
　第7の態様、または、第7の態様の第1または第2の可能な実装方式によれば、第3の可能
な実装方式では、第2の取得ユニットは特に、少なくとも1つのサービス宣言項目中の第1
のサービス宣言項目のサービス名に従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わ
せ、第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情報のいずれにおけるサービス名も、
第1のサービス宣言項目のサービス名と異なる場合に、第1のサービス宣言項目のサービス
名に従って第1のサービス識別子を割り振り、または、第1のAPのサービス情報テーブル中
に存在する既存のサービス情報におけるあるサービス名が、第1のサービス宣言項目のサ
ービス名と同じである場合に、既存のサービス情報のサービス識別子、すなわち、第1の
サービス宣言項目のサービス名に対応する第1のサービス識別子を取得するように構成さ
れる。
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【００４０】
　第7の態様の第3の可能な実装方式によれば、第4の可能な実装方式では、記録ユニット
は特に、第1のサービス情報を取得し、第1のAPのサービス情報テーブルに第1のサービス
情報を記録するように構成され、第1のサービス情報は、第1のAPのBSSID、第1のSTAのデ
バイス識別子、第1のサービス識別子、および第1のサービス宣言項目を含む。
【００４１】
　第7の態様と、第7の態様のすべての上の可能な実装方式のいずれか1つによれば、第5の
可能な実装方式では、第1のAPはさらに保守ユニットを含み、
　保守ユニットは、第1のSTAから第2のサービス保守フレームを受信し、第2のサービス保
守フレームに従って第1のAPのサービス情報テーブルを更新し、第2のAPが第2のAPのサー
ビス情報テーブルを更新するように、第2のサービス保守フレームを第2のAPに転送するよ
うに構成され、第2のサービス保守フレームは、第2の保守状態および少なくとも1つのサ
ービス保守項目を含み、サービス保守項目は、BSSID、デバイス識別子、およびサービス
識別子を含む。
【００４２】
　第7の態様の第5の可能な実装方式によれば、第6の可能な実装方式では、保守ユニット
はさらに、第1のサービス保守フレームを第2のAPに送信するように構成され、第1のサー
ビス保守フレームは、第2のAPが第2のAPのサービス情報テーブルを更新するように、第1
の保守状態と、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス情報とを含
み、サービス情報は、BSSID、デバイス識別子、サービス識別子、およびサービス宣言項
目を含む。
【００４３】
　第7の態様の第5または第6の可能な実装方式によれば、第7の可能な実装方式では、保守
ユニットはさらに、第3のサービス保守フレームを受信し、第3のサービス保守フレームに
従って、第1のAPのサービス情報テーブルを更新するように構成され、第3のサービス保守
フレームは、第1の保守状態とサービス情報の少なくとも1つとを含み、または、第2の保
守状態と少なくとも1つのサービス保守項目とを含む。
【００４４】
　第8の態様では、サービスを登録するための第1の局STAが提供され、そのSTAは、
　第1のアクセスポイントAPにサービス告知要求フレームを送信するように構成される、
送信ユニットであって、サービス告知要求フレームが、第1のSTAのデバイスアドレスおよ
び少なくとも1つのサービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々が
サービス名を含む、送信ユニットと、
　サービス告知応答フレームを第1のAPから受信するように構成される、受信ユニットで
あって、サービス告知応答フレームが、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つの
サービス宣言項目の各々に対応するサービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確
認応答項目がサービス識別子およびサービス名を含む、受信ユニットとを含む。
【００４５】
　第8の態様の第1の可能な実装方式では、送信ユニットはさらに、第2のサービス保守フ
レームを第1のAPに送信するように構成され、第2のサービス保守フレームは第2の保守状
態および少なくとも1つのサービス保守項目を含み、少なくとも1つのサービス保守項目の
各々は、基本サービスセット識別子BSSID、デバイス識別子、およびサービス識別子を含
む。
【００４６】
　第9の態様では、直接関連付けサービスを管理するための方法が提供され、その方法は
、
　第1のアクセスポイントAPによって、第1の局STAによって送信される直接関連付けサー
ビス要求フレームを受信し、サービス要求状態が第1の要求状態である場合に、第2のSTA
のデバイスアドレスを取得し、第2のSTAのデバイスアドレスに従って、第1のSTAと第2のS
TAとの間の距離を調査するステップであって、直接関連付けサービス要求フレームがサー
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ビス要求状態およびサービス名を含む、ステップと、
　第1のSTAと第2のSTAとの間の距離が直線距離よりも長くない場合に、第1のAPの直接関
連付けサービス管理テーブルに問い合わせるステップと、
　既存の直接関連付けサービス管理情報の1つが第1のAPの直接関連付けサービス管理テー
ブルの中に存在せず、既存の直接関連付けサービス管理情報中のサービス名が直接関連付
けサービス要求フレーム中のサービス名と同じであり、既存の直接関連付けサービス管理
情報中のグループアドレスが第2のSTAのデバイスアドレスと同じである場合に、第1のAP
の直接関連付けサービス管理テーブルに、直接関連付けサービス要求フレーム中のサービ
ス名および第2のSTAのデバイスアドレスを含む第1の直接関連付けサービス管理情報を記
録し、第1のSTAに、第2のSTAのデバイスアドレスを含む直接関連付けサービス応答フレー
ムを送信するステップとを含む。
【００４７】
　第9の態様の第1の可能な実装方式では、方法はさらに、既存の直接関連付けサービス管
理情報の1つが第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルの中に存在し、既存の直接関
連付けサービス管理情報中のサービス名が直接関連付けサービス要求フレーム中のサービ
ス名と同じであり、既存の直接関連付けサービス管理情報中のグループアドレスが第2のS
TAのデバイスアドレスと同じである場合に、第1のAPによって、第1のSTAに直接関連付け
サービス応答フレームを送信するステップを含み、直接関連付けサービス応答フレームは
、既存の直接関連付けサービス管理情報中のグループアドレスを含む。
【００４８】
　第9の態様、または第9の態様の第1の可能な実装方式によれば、第2の可能な実装方式で
は、第2のSTAのデバイスアドレスを取得するステップは特に、第1のAPによって、直接関
連付けサービス要求フレーム中のサービス名に従って、第1のAPのサービス情報テーブル
に問い合わせるステップと、第1のAPのサービス情報テーブル中に存在する既存のサービ
ス情報中のサービス名が直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じであり
、既存のサービス情報中のデバイス能力がWi-Fi Directをサポートしている場合に、第1
のAPによって、既存のサービス情報のデバイス識別子、すなわち、第2のSTAのデバイス識
別子を取得するステップと、第1のAPによって、第2のSTAのデバイス識別子に従って、第2
のSTAのデバイスアドレスを取得するステップとを含む。
【００４９】
　第9の態様、または第9の態様の第1の可能な実装方式によれば、第3の可能な実装方式で
は、直接関連付けサービス要求フレームはさらにデバイス名を含み、それに対応して、第
1のAPによって第2のSTAのデバイスアドレスを取得するステップは特に、第1のAPによって
、直接関連付けサービス要求フレーム中のデバイス識別子、すなわち、第2のSTAのデバイ
ス識別子を取得するステップと、第1のAPによって、第2のSTAのデバイス識別子に従って
、第2のSTAのデバイスアドレスを取得するステップとを含む。
【００５０】
　第9の態様と、第9の態様のすべての上の可能な実装方式のいずれか1つによれば、第4の
可能な実装方式では、サービス要求状態が第2の要求状態である場合、方法はさらに、第1
のAPによって、直接関連付けサービス要求フレームに従って、第1のAPの直接関連付けサ
ービス管理テーブルに問い合わせるステップと、既存の直接関連付けサービス管理情報の
1つが第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブル中に存在し、既存の直接関連付けサー
ビス管理情報中のサービス名が直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じ
であり、既存の直接関連付けサービス管理情報中のグループアドレスが第1のSTAのデバイ
スアドレスと同じである場合に、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルから、既
存の直接関連付けサービス管理情報を削除するステップとを含む。
【００５１】
　第10の態様では、直接関連付けサービスを取得するための方法が提供され、その方法は
、
　第1の局STAによって、第1のアクセスポイントAPに直接関連付けサービス要求フレーム
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を送信するステップであって、直接関連付けサービス要求フレームがサービス要求状態お
よびサービス名を含む、ステップと、
　サービス要求状態が第1の要求状態である場合に、
　第1のSTAによって、第1のAPによって返される直接関連付けサービス応答フレームを受
信するステップであって、直接関連付けサービス応答フレームがグループアドレスを含む
、ステップと、
　直接関連付けサービス応答フレームに従って、直接関連付け要求が成功したと判定され
る場合に、第1のSTAによって、直接関連付けサービス応答フレーム中のグループアドレス
に対応する第2のSTAへの直接関連付けサービスを確立するステップとを含む。
【００５２】
　第11の態様では、直接関連付けサービスを管理するための第1のアクセスポイントAPが
提供され、そのAPは、
　第1の局STAから直接関連付けサービス要求フレームを受信するように構成される、受信
ユニットであって、直接関連付けサービス要求フレームがサービス要求状態およびサービ
ス名を含む、受信ユニットと、
　サービス要求状態が第1の要求状態である場合に、第2のSTAのデバイスアドレスを取得
するように構成される、第1の取得ユニットと、
　第1の取得ユニットによって取得される第2のSTAのデバイスアドレスに従って、第1のST
Aと第2のSTAとの距離を調査するように構成される、調査ユニットと、
　第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに問い合わせるように構成される、問合
せユニットと、
　第1のSTAの直接関連付けサービス要求に対する直接関連付けサービス管理情報を取得す
るように構成される、第2の取得ユニットであって、直接関連付けサービス管理情報がグ
ループアドレスおよびサービス名を含む、第2の取得ユニットと、
　第1のSTAが第2のSTAへの直接関連付けサービスを確立するように、取得ユニットによっ
て取得される直接関連付けサービス管理情報に従って、直接関連付けサービス応答フレー
ムを第1のSTAに送信するように構成される、送信ユニットであって、直接関連付けサービ
ス応答フレームがグループアドレスを含む、送信ユニットとを含む。
【００５３】
　第11の態様の第1の可能な実装方式では、第1の取得ユニットは特に、直接関連付けサー
ビス要求フレーム中のサービス名に従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わ
せ、第1のAPのサービス情報テーブル中に存在する既存のサービス情報中のサービス名が
直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じであり、既存のサービス情報中
のデバイス能力がWi-Fi Directをサポートしている場合に、既存のサービス情報のデバイ
ス識別子、すなわち、第2のSTAのデバイス識別子を取得し、第2のSTAのデバイス識別子に
従って、第2のSTAのデバイスアドレスを取得するように構成され、または、
　直接関連付けサービス要求フレームがデバイス名を含む場合に、直接関連付けサービス
要求フレーム中のデバイス識別子、すなわち、第2のSTAのデバイス識別子を取得し、第2
のSTAのデバイス識別子に従って第2のSTAのデバイスアドレスを取得するように構成され
る。
【００５４】
　第11の態様、または、第11の態様の第1の可能な実装方式によれば、第2の可能な実装方
式では、問合せユニットは特に、サービス要求状態が第1の要求状態であり、調査ユニッ
トによって調査される第1のSTAと第2のSTAとの距離が直線距離よりも長くない場合に、直
接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名および第2のSTAのデバイスアドレスに従
って、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに問い合わせるように構成される。
【００５５】
　第11の態様、または、第11の態様の第1または第2の可能な実装方式によれば、第3の可
能な実装方式では、第2の取得ユニットは特に、既存の直接関連付けサービス管理情報の1
つが第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブル中に存在し、既存の直接関連付けサー
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ビス管理情報中のサービス名が直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じ
であり、既存の直接関連付けサービス管理情報中のグループアドレスが第2のSTAのデバイ
スアドレスと同じである場合に、既存の直接関連付けサービス管理情報を取得し、または
、
　第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブル中の直接関連付けサービス管理情報のい
ずれかにおけるサービス名およびグループアドレスが、直接関連付けサービス要求フレー
ム中のサービス名および第2のSTAのデバイスアドレスと異なる場合に、第1の直接関連付
けサービス管理情報を取得し、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに第1の直接
関連付けサービス管理情報を記録するように構成され、第1の直接関連付けサービス管理
情報は、直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名および第2のSTAのデバイスア
ドレスを含む。
【００５６】
　第11の態様と、第11の態様のすべての上の可能な実装方式のいずれか1つによれば、第4
の可能な実装方式では、第1のAPはさらに直接関連付け管理ユニットを含み、
　問合せユニットは特に、さらに、サービス要求状態が第2の要求状態である場合に、直
接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名および第1のSTAのデバイスアドレスに従
って、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに問い合わせるように構成され、
　直接関連付け管理ユニットは、直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス要求状
態が第2の要求状態であり、既存の直接関連付けサービス管理情報の1つが第1のAPの直接
関連付けサービス管理テーブル中に存在し、既存の直接関連付けサービス管理情報中のサ
ービス名が直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じであり、既存の直接
関連付けサービス管理情報中のグループアドレスが第1のSTAのデバイスアドレスと同じで
ある場合に、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルから既存の直接関連付けサー
ビス管理情報を削除するように構成される。
【００５７】
　第12の態様では、直接関連付けサービスを取得するための局STAが提供され、そのSTAは
、
　第1のアクセスポイントAPに直接関連付けサービス要求フレームを送信するように構成
される、送信ユニットであって、直接関連付けサービス要求フレームがサービス要求状態
およびサービス名を含む、送信ユニットと、
　第1のAPによって返される直接関連付けサービス応答フレームを受信するように構成さ
れる、受信ユニットであって、直接関連付けサービス応答フレームがグループアドレスを
含む、受信ユニットと、
　直接関連付けサービス応答フレームに従って、直接関連付け要求が成功したと判定され
る場合に、直接関連付けサービス応答フレーム中のグループアドレスに対応する第2のSTA
への直接関連付けサービスを確立するように構成される、サービス確立ユニットとを含む
。
【００５８】
　第13の態様では、サービスを発見するためのシステムが提供され、このシステムは、サ
ービスを発見するための前述の第1のアクセスポイントAPと、サービスを発見するための
前述の第1の局STAとを含む。
【００５９】
　第14の態様では、サービスを登録するためのシステムが提供され、このシステムは、サ
ービスを登録するための前述の第1のアクセスポイントAPと、サービスを登録するための
前述の第1の局STAとを含む。
【００６０】
　第15の態様では、直接関連付けサービスを管理するためのシステムが提供され、このシ
ステムは、直接関連付けサービスを管理するための前述の第1のアクセスポイントAPと、
直接関連付けサービスを取得するための前述の第1の局STAとを含む。
【００６１】
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　前述の解決法を使用することによって、第1のAPは、ネットワーク中でサービス情報を
探索するための第1のSTAのためのプロキシとして機能することができ、第1のAPは、ロー
カル探索およびリモート探索を通じて、より広範で豊富なサービス情報をユーザに提供す
ることができ、これによって、サービス要件に従ってネットワークを選択するユーザの要
求を満たす。APは、直接関連付けサービスを提供するSTAを発見しSTA間の直接通信を管理
するためのプロキシとして機能し得るので、ネットワークにおいてサービスを提供するST
Aはまた、別のデバイスの探索要求をチャネル上で定期的に聴取する必要がなく、これに
よって、サービスを提供するSTAのリソース消費および電力消費を減らす。加えて、第1の
STAは、関連付けの前と関連付けの後の両方で、第1のAPを使用することによってサービス
情報を取得することができ、これによって、異なるAP間の頻繁な関連付けおよび切断の問
題が回避され、この頻繁な関連付けおよび切断は、APと関連付けられた後で、必要とされ
るサービスが存在しないことを第1のSTAが発見し、次いで切断されることが原因で発生す
る。これにより、ユーザは確実に、サービスを提供するネットワークにより高速および正
確にアクセスすることができ、ユーザ体験が改善される。その上、第1のAPと関連付けら
れる第1のSTAは、第1のAP上でサービス情報を宣言し、または取り消すことができ、第1の
STAは、別のデバイスの探索要求をチャネル上で定期的に聴取する必要がなく、第1のAPは
さらに、ネットワーク中のアクセス可能な隣接APに、第1のAP上で宣言されたデバイス情
報およびサービス情報を拡散することができ、より豊富なサービス情報をユーザに提供す
るために、アクセス可能な隣接APによって提供されたサービス情報を受信することもでき
る。最後に、AP上で保持されるサービス情報は、APにより認証されAPに関連付けられるST
Aにより公開されたものであるので、セキュリティが確保され、サービスの信頼性がさら
に確保される。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明のある実施形態による、サービスを発見するための方法のフローチャート
である。
【図２】本発明のある実施形態による、サービスを発見するための別の方法のフローチャ
ートである。
【図３】本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのさらに別の方法のフロ
ーチャートである。
【図４】本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのさらに別の方法のフロ
ーチャートである。
【図５】本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのさらに別の方法のフロ
ーチャートである。
【図５ａ】本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのさらに別の方法のフ
ローチャートである。
【図６】本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのアクセスポイントAPの
概略的な構造図である。
【図６ａ】本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのアクセスポイントAP
の概略的な構造図である。
【図６ｂ】本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのアクセスポイントAP
の中の問合せユニットの概略的な構造図である。
【図６ｃ】本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのアクセスポイントAP
の中の問合せユニットの概略的な構造図である。
【図７】本発明のある実施形態による、サービスを発見するための局STAの概略的な構造
図である。
【図７ａ】本発明のある実施形態による、サービスを発見するための局STAの概略的な構
造図である。
【図８】本発明のある実施形態による、サービスを登録するための方法のフローチャート
である。
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【図９】本発明のある実施形態による、サービスを登録するための別の方法のフローチャ
ートである。
【図９ａ】本発明のある実施形態による、サービスを登録するための別の方法のフローチ
ャートである。
【図１０】本発明のある実施形態による、サービスを登録するためのさらに別の方法のフ
ローチャートである。
【図１０ａ】本発明のある実施形態による、サービスを登録するためのさらに別の方法の
フローチャートである。
【図１１】本発明のある実施形態による、サービスを登録するためのアクセスポイントAP
の概略的な構造図である。
【図１１ａ】本発明のある実施形態による、サービスを登録するためのアクセスポイント
APの概略的な構造図である。
【図１２】本発明のある実施形態による、サービスを登録するための局STAの概略的な構
造図である。
【図１２ａ】本発明のある実施形態による、サービスを登録するための局STAの概略的な
構造図である。
【図１３】本発明のある実施形態による、サービスを登録するためのシステムの概略的な
構造図である。
【図１３ａ】本発明のある実施形態による、サービスを登録するためのシステムの概略的
な構造図である。
【図１４】本発明のある実施形態による、サービスを登録する際の情報の授受の概略図で
ある。
【図１５Ａ】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを管理するための方法
のフローチャートである。
【図１５Ｂ】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを管理するための方法
のフローチャートである。
【図１６】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを取得するための方法の
フローチャートである。
【図１７】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを取得するための局STA
の概略図である。
【図１８】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを管理するためのアクセ
スポイントAPの構造図である。
【図１８ａ】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを管理するためのアク
セスポイントAPの構造図である。
【図１９】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを管理するためのシステ
ムの概略的な構造図である。
【図２０】本発明のある実施形態による、パブリックアクションフレームの概略図である
。
【図２１】本発明のある実施形態による、問合せタイプテーブルの概略図である。
【図２２】本発明のある実施形態による、サービス発見要求フレームの概略図である。
【図２３】本発明のある実施形態による、サービス情報テーブルの概略図である。
【図２４】本発明のある実施形態による、簡略化されたサービス情報の概略図である。
【図２５】本発明のある実施形態による、サービス発見応答フレームの概略図である。
【図２６】本発明のある実施形態による、サービス情報要素の概略図である。
【図２７】本発明のある実施形態による、サービス告知要求フレームの概略図である。
【図２８】本発明のある実施形態による、サービス告知応答フレームの概略図である。
【図２９】本発明のある実施形態による、サービス保守フレームの概略図である。
【図３０】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービス要求フレームの概略図で
ある。
【図３１】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービス管理テーブルの概略図で
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ある。
【図３２】本発明のある実施形態による、直接関連付けサービス応答フレームの概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　以下では、本発明の実施形態の添付の図面を参照して、本発明の実施形態の技術的な解
決法を、明確かつ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態
のすべてではなく一部にすぎない。本発明の実施形態に基づいて創造的な努力を伴わずに
当業者により得られるすべての他の実施形態が、本発明の保護範囲に入るべきである。
【００６４】
　本発明の実施形態では、サービス告知要求フレーム、サービス告知応答フレーム、サー
ビス保守フレーム、サービス発見要求フレーム、サービス発見応答フレーム、直接関連付
け要求フレーム、および直接関連付け応答フレームは、既存のWLANネットワークにおける
アクション(Action)フレームにおいて４であるカテゴリ(category)を伴うパブリックアク
ションフレーム(Public Action frame)を拡張することによって実装されてよく、また、I
EEE 802.11uで使用される、パブリックアクションフレーム、汎用アドバタイズメントサ
ービス(Generic Advertisement Service、略してGAS)初期要求フレーム、GAS初期応答フ
レーム、GAS復帰要求フレーム、およびGAS復帰応答フレームなどの、既存の管理フレーム
を使用することによって実装されてよく、また、IEEE 802.11uにおけるアクセスネットワ
ーク問合せプロトコル(Access Network Query Protocol、ANQP)を拡張し、新たなサービ
ス関連情報を搬送するために拡張された要素を使用することによって実装されてよく、か
つまた、当然、本発明の目的が達成され得る限り、新たなフレームを定義することによっ
ても実装されてよいことに留意されたい。
【００６５】
　実装形態は本発明では限定されない。
【００６６】
　本発明の実施形態において、パブリックアクションフレームの拡張が、本発明の技術的
な解決法を説明するための例として使用される。図20は、パブリックアクションフレーム
の概略的な構造図であり、カテゴリ(category)の値は4であり、パブリックアクションフ
ィールド値(Public Action field value)フィールドが、具体的なパブリックアクション
フレームのタイプを特定するために使用され、現在は、16タイプのパブリックアクション
フレームがあり、これらはパブリックアクションフィールド値0から15である。本発明の
実施形態では、既存のパブリックアクションフレームが拡張される。たとえば、サービス
発見要求フレームは、16であるパブリックアクションフィールド値によって特定され、サ
ービス発見応答フレームは、17であるパブリックアクションフィールド値によって特定さ
れ、サービス告知要求フレームは、18であるパブリックアクションフィールド値によって
特定され、サービス告知確認応答フレームは、19であるパブリックアクションフィールド
値によって特定され、サービス保守フレームは、20であるパブリックアクションフィール
ド値によって特定され、直接関連付け要求フレームは、21であるパブリックアクションフ
ィールド値によって特定され、直接関連付け応答フレームは、22であるパブリックアクシ
ョンフィールド値によって特定される。
【００６７】
　本発明の実施形態では、拡張されたパブリックアクションフレームにおいて使用される
パブリックアクションフィールド値は例示的なものにすぎず、規格の発展に伴って、異な
る値が使用され得ることに留意されたい。この値は本発明では限定されない。
【００６８】
　本発明の実施形態に関与する、サービス識別子、デバイス識別子、およびグループ識別
子は、APのローカルの規則に基づいて、すなわち、APに対してローカルに一意に割り振ら
れてよく、または、グローバルに不変の規則に基づいて、すなわち、グローバルに一意に
割り振られてよいことに留意されたい。この割振りは本発明の実施形態では限定されない
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。
【００６９】
　特定の実装形態では、ローカルサービス情報、すなわち、APが属しているBSSにおける
サービス情報のみがAPに保存されるように構成されてよく、ローカルサービス情報と、リ
モートサービス情報、すなわち、APのアクセス可能な隣接APが属しているBSSにおけるサ
ービス情報の両方がAPに保存されるようにも構成されてよいことに、留意されたい。この
構成は本発明の実施形態では限定されない。
【００７０】
　特定の実装形態では、本発明の実施形態において、APのサービス情報テーブルは1つの
テーブルであってよく、または2つのテーブル、たとえば、ローカルサービス情報テーブ
ルおよびリモートサービス情報テーブルに分割されてよく、本発明では限定されないこと
に留意されたい。APに登録されるサービス情報は、ローカルサービス情報テーブルに保存
され、APのアクセス可能な隣接APに登録されるサービス情報は、リモートサービス情報テ
ーブルに保存される。ローカルサービス情報テーブルに問い合わせることは、BSSIDがAP
のMACアドレスと同じであるすべてのサービス情報を問い合わせることとして見なされて
よく、リモートサービス情報テーブルに問い合わせることは、BSSIDがAPのMACアドレスと
は異なるすべてのサービス情報を問い合わせることとして見なされてよく、ローカルサー
ビス情報テーブルとリモートサービス情報テーブルの両方が問い合わされることになる場
合は、BSSIDは限定されないことを、当業者は理解することができる。
【００７１】
　図1は、本発明のある実施形態による、サービスを発見するための方法のフローチャー
トである。この実施形態では、サービスを発見するための方法は、第1のアクセスポイン
トAPによって実施される。図1に示されるように、方法は以下のステップを含む。
【００７２】
　101. 第1のアクセスポイントAPが、第1の局STAからサービス発見要求フレームを受信し
、サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を含み、各サービス問合せ項目
が問合せタイプおよび問合せ内容を含む。
【００７３】
　Mは0以上の整数である。
【００７４】
　本発明のこの実施形態では、STAはサービス発見処理の間に必要とされるサービスを問
い合わせる必要があり、ここで問合せタイプは、BSSID、デバイス名、デバイス能力、サ
ービス名、およびサービス識別子などの問合せタイプ名であってよく、または問合せタイ
プ識別子であってよく、たとえば、1つの問合せタイプ識別子は、各問合せタイプ名に対
して定義され、通常、問合せタイプ識別子はグローバルに不変であり、これは、本発明の
技術的な解決法が実施され得る限り、本発明では限定されないことに留意されたい。
【００７５】
　例示的に、図21に示されている問合せタイプ情報テーブルでは、1つの問合せタイプ識
別子が各問合せタイプ名に対して定義され、これは本発明では特に限定されない。
【００７６】
　例示的に、サービス発見要求フレームを図22に示すことができ、パブリックアクション
フィールド値フィールドの後の長さは、変数であり、サービス発見要求フレームにおける
動作の詳細の長さを表すために使用され、各サービス問合せ項目における長さは、変数で
あり、問合せ内容の長さを表すために使用される。
【００７７】
　102. 第1のAPが、サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブ
ルに問い合わせて、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得する。
【００７８】
　M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得するステップは特に、M個のサービ
ス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル中にある問合せ結果を取得するス
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テップを含む。
【００７９】
　たとえば、Mが1である場合、すなわち、サービス発見要求フレームが1つのサービス問
合せ項目を含む場合、たとえば、問合せタイプが「サービス名」であり問合せ内容が「印
刷」である場合、問合せ結果は「サービス名」が「印刷」であることを満たす必要がある
。Mが2である場合、すなわち、サービス発見要求フレームが2つのサービス問合せ項目を
含む場合、たとえば、第1のサービス問合せ項目が「サービス名」である問合せタイプと
「印刷」である問合せ内容とを含み、第2のサービス問合せ項目が「デバイス能力」であ
る問合せタイプと「Wi-Fi Directをサポートする」という問合せ内容とを含む場合、問合
せ結果は、「サービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Directをサポー
トする」であることを満たす必要がある。
【００８０】
　Mが0である場合、問合せ結果は、第1のAPのサービス情報テーブル中のすべてのサービ
ス情報である。
【００８１】
　サービス情報は、基本サービスセット識別子BSSID、デバイス識別子、サービス識別子
、およびサービス名を含み、サービス情報はさらに、ネットワークアクセスポリシー、デ
バイス名、デバイス能力、サービス記述などを含み得る。
【００８２】
　例示的に、サービス情報テーブルを図23に示すことができ、BSSIDは、サービス情報を
宣言するSTAと関連付けられるAPのMACアドレス、たとえば、この実施形態では第1のAPのM
ACアドレスである。
【００８３】
　Mが1以上である場合、問合せ結果は、M個のサービス問合せ項目を満たすすべてのサー
ビス情報であってよく、または、M個のサービス問合せ項目を満たす簡略化されたサービ
ス情報であってよい。
【００８４】
　たとえば、Mが2である場合、すなわち、サービス発見要求フレームが2つのサービス問
合せ項目を含む場合、たとえば、第1のサービス問合せ項目が「サービス名」である問合
せタイプと「印刷」である問合せ内容とを含み、第2のサービス問合せ項目が「デバイス
能力」である問合せタイプと「Wi-Fi Directをサポートする」である問合せ内容とを含む
場合、「サービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Directをサポートす
る」であることを満たすすべてのサービス情報が返されること可能であり、または、「サ
ービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Directをサポートする」である
ことを満たすすべての簡略化されたサービス情報が返されることが可能であり、これは本
発明では限定されない。図24に示されるように、サービス情報と比較されて、簡略化され
たサービス情報において、サービス問合せ項目中の「サービス名」および「デバイス能力
」である問合せタイプが削除され、簡略化されたサービス情報を返すことで、送信される
ことになる情報の量を減らすことができ、これによって送信効率を改善する。
【００８５】
　本発明のこの実施形態では、サービス情報の返信が、本発明の技術的な解決法を説明す
るための例として使用されるが、本発明に対する制限を何ら構成するものではないことに
留意されたい。
【００８６】
　103. 第1のAPが、サービス発見応答フレームを第1のSTAに返し、サービス発見応答フレ
ームは問合せ結果を含む。
【００８７】
　例示的に、サービス発見応答フレームを図25に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【００８８】
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　当然、サービス発見応答フレーム中の問合せ結果は空であることもあり、これは、M個
のサービス問合せ項目を満たすサービス情報を第1のAPが発見しないことを表す。図25に
示されるサービス発見応答フレームでは、長さフィールドの値は0である。
【００８９】
　さらに、第1のSTAのサービス発見要求フレームに対して、第1のAPは、第1のAPのサービ
ス情報テーブルを探索することができ、さらに、別のアクセス可能な隣接APのサービス情
報テーブルを探索することができ、これは、必要に応じて特別に構成され得る。
【００９０】
　第1のAPは、サービス発見要求フレームをワイヤレスに別のアクセス可能な隣接APに転
送し、別のアクセス可能な隣接APによって返されるサービス発見応答フレームを受信する
ことができることに留意されたい。第1のAPはまた、第1のSTAのサービス発見要求フレー
ムを別の方式で別のアクセス可能な隣接APに転送し、別のアクセス可能な隣接APによって
返されるサービス発見応答フレームを受信することができる。たとえば、アクセスコント
ローラ(Access Controller、略してAC)がWLANにおいて存在する場合、第1のAPは、ワイヤ
レスアクセスポイントの制御およびプロビジョニング(Control And Provisioning of Wir
eless Access Points、略してCAPWAP)プロトコルでデータメッセージを使用することによ
って、サービス発見要求フレームおよびサービス発見応答フレームを結合し封入して、AC
を使用することによって別のアクセス可能な隣接APと通信することができる。別の例では
、ACがWLANに存在せず、APがイーサネット(登録商標)に直接接続される場合、第1のAPは
、送信制御プロトコル/インターネットプロトコル(Transmission Control Protocol/Inte
rnet Protocol、略してTCP/IP)を使用することによって別のアクセス可能な隣接APと通信
し、TCP/IPプロトコルを使用することによって、サービス発見要求フレームおよびサービ
ス発見応答フレームを封入することができる。第1のAPおよび別のアクセス可能な隣接AP
が互いに通信する方式は、本発明では限定されない。説明を簡単にするために、以下では
、第1のAPと別のアクセス可能な隣接APとの通信を説明するために、転送が全般に使用さ
れる。
【００９１】
　図2は、本発明のある実施形態による、サービスを発見するための別の方法のフローチ
ャートである。この実施形態では、本発明の技術的な解決法はさらに、本発明の図1に示
されるサービスを発見するための方法を基礎にして説明される。図2に示されるように、
方法は以下のステップを含む。
【００９２】
　201. 第1のAPが、第1の局STAからサービス発見要求フレームを受信し、サービス発見要
求フレームがM個のサービス問合せ項目を含み、各サービス問合せ項目が問合せタイプ識
別子および問合せ内容を含む。
【００９３】
　Mは0以上の整数である。
【００９４】
　ここでは再び説明されない詳細については、101を参照されたい。
【００９５】
　202. 第1のAPが、サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブ
ルに問い合わせて、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得する。
【００９６】
　第1のAPが転送機能を伴って構成される場合、すなわち、第1のAPが第1のAPのアクセス
可能な隣接AP上でサービス情報を発見するためのSTAのためのプロキシとして機能し得る
場合、ステップ202は特に、202Aから202C、または202aから202cを含む。
【００９７】
　202A. 第1のAPが、サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブ
ルに問い合わせて、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル中
にあるすべてのサービス情報を取得する。
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【００９８】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ102を参照されたい。
【００９９】
　202B. 第1のAPが、サービス発見要求フレームを第2のAPに転送し、第2のAPによって返
されるサービス発見応答フレームを受信し、第2のAPによって返されるサービス発見応答
フレームに含まれるサービス情報を取得し、このとき、第2のAPによって返されるサービ
ス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たし第2のAPのサービス情報テーブ
ル中にあるすべてのサービス情報を含む。
【０１００】
　第2のAPがサービス発見要求フレームを受信した後の処理プロセスについては、本発明
の図1に示される方法のステップ102を参照されたい。
【０１０１】
　202C. 第1のAPが、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得し、問合せ結果
は特に、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル中にあるすべ
てのサービス情報と、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレームに含まれるサ
ービス情報とを含む。
【０１０２】
　ステップ202Bがステップ202Aの前または後に実行され得ること、およびステップ202Bお
よび202Aも同期して実行され得ることを、当業者は理解することができる。
【０１０３】
　ステップ202Aから202Cまで、M個のサービス問合せ項目を満たすサービス情報が第1のAP
上で発見され得るかどうかに関係なく、第1のAPが、第1のSTAのサービス発見要求フレー
ムを別のアクセス可能な隣接APに転送して、より広範囲にサービス探索を実行する。
【０１０４】
　202a. 第1のAPが、サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブ
ルに問い合わせる。202b. 第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情報のいずれも
がM個のサービス問合せ項目を満たさない場合に、第1のAPが、サービス発見要求フレーム
を第2のAPに転送し、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレームを受信し、第2
のAPによって返されるサービス発見応答フレームに含まれるサービス情報を取得し、この
とき、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目
を満たし第2のAPのサービス情報テーブル中にあるすべてのサービス情報を含む。
【０１０５】
　第2のAPがサービス発見要求フレームを受信した後の処理プロセスについては、本発明
の図1に示される方法のステップ102を参照されたい。
【０１０６】
　任意選択で、第1のAPが、第1のAPのサービス情報テーブルに、第2のAPによって返され
るサービス発見応答フレームに含まれ、M個のサービス問合せ項目を満たし、第2のAP上に
ある、すべてのサービス情報を記録することができる。
【０１０７】
　202c. 第1のAPのサービス情報テーブル中に存在するサービス情報の少なくとも1つがM
個のサービス問合せ項目を満たす場合、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサー
ビス情報テーブル中にあるすべてのサービス情報を取得する。
【０１０８】
　ステップ202aから202cを通じて、第1のAPは、M個のサービス問合せ項目を満たすサービ
ス情報が第1のAP上で発見されない場合にのみ、第1のSTAのサービス発見要求フレームを
別のアクセス可能な隣接APに転送して、より広範囲でサービス探索を実行する。
【０１０９】
　任意選択で、第1のAPが第1のSTAのサービス発見要求フレームを第2のAPに転送する場合
、第1のSTAのサービス発見要求フレームが処理されたかどうかを第2のAPが判定するよう
に、サービス発見要求はさらに、第1のSTAのデバイスアドレスまたはデバイス識別子を搬
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送することができる。
【０１１０】
　第1のAPが第1のSTAのサービス発見要求フレームを第2のAPに転送する例が、本発明の技
術的な解決法を説明するためにここでは使用されることに留意されたい。特定の実装形態
では、第1のAPの複数のアクセス可能な隣接APが存在することがあり、処理は同じであり
、ここでは再び説明されない。
【０１１１】
　203. 第1のAPが、サービス発見応答フレームを第1のSTAに返し、サービス発見応答フレ
ームは問合せ結果を含む。
【０１１２】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ103を参照されたい。
【０１１３】
　本発明のこの実施形態において提供される技術的な解決法を使用することによって、第
1のAPがローカルサービス情報のみを保存しているか、またはローカルサービス情報とリ
モートサービス情報の両方を保存しているかに関係なく、第1のAPは、アクセス可能な範
囲内でサービス情報を発見することができる。したがって、より広範囲でのサービス発見
および探索の機能を提供することができ、より豊富なサービス情報をユーザに提供するこ
とができ、サービス要件に従ってネットワークを選択するユーザの要求が満たされる。
【０１１４】
　通常は、STAが関連付けられる前に、AP情報が利用可能ではない場合、STAは、走査を通
じて利用可能なAPについての情報を取得する必要があり、次いで、利用可能なAPと関連付
けられる。STAは特に、能動走査または受動走査という方式で、利用可能なAPを取得する
ことができる。本発明の技術的な解決法では、利用可能なAPについての情報が走査を通じ
て取得された後で、利用可能なAP上のサービス情報は、サービス発見要求フレームおよび
サービス発見応答フレームを使用することによって取得され得る。既存の走査方式も拡張
され得る。利用可能なAPについての情報が取得される間に、利用可能なAPについてのサー
ビス要覧情報が取得される。新たなフレームが、能動走査および受動走査のためにそれぞ
れ定義されてよく、または、プローブ要求(probe Request)フレーム、プローブ応答(prob
e Response)フレーム、およびビーコン(beacon)フレームも拡張されてよく、たとえば、
新たな情報要素(information element)がサービス情報を記述するために定義され、これ
は本発明では限定されない。
【０１１５】
　本発明のこの実施形態では、新たなサービス情報要素(service information element)
が定義され、プローブ要求(probe request)フレーム、プローブ応答(probe response)フ
レーム、およびビーコン(beacon)が拡張され、利用可能なAPについての情報が取得される
間に、利用可能なAPについてのサービス要覧情報も取得される、例を使用することによっ
て、本発明の技術的な解決法が説明される。サービス情報要素(service information ele
ment)は、要素識別子(element ID)を使用することによって区別される。現在、IEEE 802.
11規格では、17～31、128～129、および133～136が依然として要素ID向けの使用のために
確保されており、本発明の技術的な解決法では、拡張されたサービス情報要素(service i
nformation element)の要素IDとして機能するように、1つの値が17～31、128～129、およ
び133～136から選択され得る。
【０１１６】
　図3は、本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのさらに別の方法のフ
ローチャートである。この実施形態では、本発明の技術的な解決法はさらに、図1または
図2に示されるサービスを発見するための方法を基礎にして説明される。図3に示されるよ
うに、方法は以下のステップを含む。
【０１１７】
　301. 第1のアクセスポイントAPが、あるブロードキャスト方式でビーコンフレームを送
信し、ビーコンフレームはサービス情報要素を含む。
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【０１１８】
　受動走査方式が採用される場合、第1のAPは、ビーコンフレームを定期的にブロードキ
ャストし、第1の局STAは、第1のAPによって送信されるビーコンフレームを捕捉するため
に、チャネルごとに聴取を実行する必要があり、第1のAPについての情報と第1のAPについ
てのサービス要覧情報とを取得する。
【０１１９】
　サービス情報要素は、サービス要覧項目を含み、サービス要覧項目は、BSSID、サービ
ス識別子、およびサービス名を含む。
【０１２０】
　任意選択で、サービス情報要素はさらにネットワークタイプを含んでよく、サービス要
覧項目はさらにサービス記述を含んでよい。ネットワークタイプは、IEEE 802.11規格に
おけるある定義、たとえばプライベートネットワークに従い得る。
【０１２１】
　例示的に、サービス情報要素(service information element)を図26に示すことができ
、ここで、長さ(length)は、0から256バイトの値を有し、サービス情報要素の長さを表す
ために使用される。
【０１２２】
　302. 第1のAPが、第1の局STAからサービス発見要求フレームを受信し、サービス発見要
求フレームがM個のサービス問合せ項目を含み、各サービス問合せ項目が問合せタイプ識
別子および問合せ内容を含む。
【０１２３】
　Mは0以上の整数である。
【０１２４】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ101を参照されたい。
【０１２５】
　303. 第1のAPが、サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブ
ルに問い合わせて、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得する。
【０１２６】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ102またはステップ202を参照され
たい。
【０１２７】
　304. 第1のAPが、サービス発見応答フレームを第1のSTAに返し、サービス発見応答フレ
ームは、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を含む。
【０１２８】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ103を参照されたい。
【０１２９】
　図4は、本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのさらに別の方法のフ
ローチャートである。この実施形態では、本発明の技術的な解決法はさらに、図1または
図2に示されるサービスを発見するための方法を基礎にして説明される。図4に示されるよ
うに、方法は以下のステップを含む。
【０１３０】
　401. 第1のアクセスポイントAPが、第1の局STAによりあるブロードキャスト方式で送信
されたプローブ要求フレームを受信し、プローブ要求フレームはサービス情報要素を含む
。
【０１３１】
　サービス情報要素中の長さ(length)フィールドは0である。
【０１３２】
　能動走査方式が採用される場合、第1のSTAは、各チャネル上で、サービス要素を搬送す
るプローブ要求フレームを送信し、チャネル上で利用可能なAPを能動的に走査し、利用可
能なAPについてのサービス要覧情報を要求する。
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【０１３３】
　402. 第1のAPが、プローブ応答フレームを第1のSTAに返し、プローブ応答フレームはサ
ービス情報要素を含む。
【０１３４】
　サービス情報要素は、サービス要覧項目を含み、サービス要覧項目は、BSSID、サービ
ス識別子、およびサービス名を含む。
【０１３５】
　第1のSTAのプローブ要求フレームを受信した後で、第1のAPは、プローブ応答フレーム
を第1のSTAに返し、第1のAPについての情報を第1のSTAに提供する。その上、プローブ要
求フレームはサービス情報要素を含むので、第1のAPによって第1のSTAに返されるプロー
ブ応答フレームはサービス情報要素も含み、第1のAPについてのサービス要覧情報が第1の
STAに提供される。
【０１３６】
　任意選択で、サービス情報要素はさらにネットワークタイプを含んでよく、サービス要
覧項目はさらにサービス記述を含んでよい。ネットワークタイプは、IEEE 802.11規格に
おけるある定義、たとえばプライベートネットワークに従い得る。
【０１３７】
　例示的に、サービス情報要素(service information element)を図26に示すことができ
、ここで、長さ(length)は、0から256バイトの値を有し、サービス情報要素の長さを表す
ために使用される。
【０１３８】
　403. 第1のAPが、第1のSTAからサービス発見要求フレームを受信し、サービス発見要求
フレームはM個のサービス問合せ項目を含み、各サービス問合せ項目が問合せタイプ識別
子および問合せ内容を含む。
【０１３９】
　Mは0以上の整数である。
【０１４０】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ101を参照されたい。
【０１４１】
　404. 第1のAPが、サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブ
ルに問い合わせて、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得する。
【０１４２】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ102またはステップ202を参照され
たい。
【０１４３】
　405. 第1のAPが、サービス発見応答フレームを第1のSTAに返し、サービス発見応答フレ
ームは、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を含む。
【０１４４】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ103を参照されたい。
【０１４５】
　本発明のこの実施形態で提供される技術的な解決法を採用することによって、第1のSTA
がサービス情報を取得する必要があるときに、それが第1のSTAが関連付けられる前かまた
は関連付けられた後かに関係なく、第1のAPはサービスを発見することができ、これによ
って、異なるAP間での頻繁な関連付けおよび切断の問題を回避する。この頻繁な関連付け
および切断は、APと関連付けられた後に、必要とされるサービスが存在しないことを第1
のSTAが発見し、次いで第1のSTAが切断されることが原因で発生する。これにより、ユー
ザは確実に、サービスを提供するネットワークにより高速および正確にアクセスすること
ができ、ユーザ体験が改善される。その上、ネットワークにおいてサービスを提供するST
Aは、別のデバイスの探索要求をチャネル上で定期的に聴取する必要もなく、これによっ
て、サービスを提供するSTAのリソース消費および電力消費を低減する。
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【０１４６】
　図5は、本発明のある実施形態による、サービスを発見するためのまたさらに別の方法
のフローチャートである。この実施形態では、サービスを発見するための方法は、第1の
局STAによって実施される。図5に示されるように、方法は以下のステップを含む。
【０１４７】
　501. 第1の局STAが、第1のアクセスポイントAPにサービス発見要求フレームを送信し、
サービス発見要求フレームがM個のサービス問合せ項目を含み、各サービス問合せ項目が
問合せタイプおよび問合せ内容を含む。
【０１４８】
　Mは0以上の整数である。
【０１４９】
　本発明のこの実施形態では、STAはサービス発見処理の間に必要とされるサービスを問
い合わせる必要があり、ここで問合せタイプは、BSSID、デバイス名、デバイス能力、サ
ービス名、およびサービス識別子などの問合せタイプ名であってよく、または問合せタイ
プ識別子であってよく、たとえば、1つの問合せタイプ識別子は、各問合せタイプ名に対
して定義され、通常、問合せタイプ識別子はグローバルに不変であり、これは、本発明の
技術的な解決法が実施され得る限り、本発明では限定されないことに留意されたい。
【０１５０】
　例示的に、図21に示されている問合せタイプ情報テーブルでは、1つの問合せタイプ識
別子が各問合せタイプ名に対して定義され、これは本発明では特に限定されない。
【０１５１】
　例示的に、サービス発見要求フレームを図22に示すことができ、パブリックアクション
フィールド値フィールドの後の長さ(length)は、変数であり、サービス発見要求フレーム
における動作の詳細の長さを表すために使用され、各サービス問合せ項目における長さ(l
ength)は、変数であり、問合せ内容の長さを表すために使用される。
【０１５２】
　502. 第1のSTAが、第1のAPによって返されるサービス発見応答フレームを受信し、サー
ビス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を含む。
【０１５３】
　問合せ結果は、M個のサービス問合せ項目を満たすサービス情報であってよく、または
、M個のサービス問合せ項目を満たす簡略化されたサービス情報であってよい。
【０１５４】
　サービス情報は、基本サービスセット識別子BSSID、デバイス識別子、サービス識別子
、およびサービス名を含み、サービス情報はさらに、ネットワークアクセスポリシー、デ
バイス名、デバイス能力、サービス記述などを含み得る。
【０１５５】
　例示的に、サービス情報テーブルを図23に示すことができ、BSSIDは、サービス情報を
宣言するSTAと関連付けられるAPのMACアドレス、たとえば、この実施形態では第1のAPのM
ACアドレスである。
【０１５６】
　たとえば、Mが2である場合、すなわち、サービス発見要求フレームが2つのサービス問
合せ項目を含む場合、たとえば、第1のサービス問合せ項目が「サービス名」である問合
せタイプと「印刷」である問合せ内容とを含み、第2のサービス問合せ項目が「デバイス
能力」である問合せタイプと「Wi-Fi Direct」である問合せ内容とを含む場合、問合せ結
果は、「サービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Direct」であること
を満たすすべてのサービス情報であり、または、「サービス名」が「印刷」であり「デバ
イス能力」が「Wi-Fi Direct」であることを満たすすべての簡略化されたサービス情報で
あり得る。問合せ結果は本発明では限定されない。図24に示されるように、サービス情報
と比較されて、簡略化されたサービス情報において、サービス問合せ項目中の「サービス
名」および「デバイス能力」である問合せタイプが削除され、簡略化されたサービス情報
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を返すことで、送信されることになる情報の量を減らすことができ、これによって送信効
率を改善する。
【０１５７】
　本発明のこの実施形態では、問合せ結果がサービス情報である例が、本発明の技術的な
解決法を説明するために使用されるが、本発明に対する制限を何ら構成するものではない
ことに留意されたい。
【０１５８】
　例示的に、サービス発見応答フレームを図25に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０１５９】
　当然、サービス発見応答フレーム中の問合せ結果は空であることもあり、これは、M個
のサービス問合せ項目を満たすサービス情報を第1のAPが発見しないことを表す。図25に
示されるサービス発見応答フレームでは、長さフィールドの値は0である。
【０１６０】
　任意選択で、第1のSTAがサービス発見要求フレームを送信した後で、タイマーが設定さ
れてもよい。第1のAPによって返されるサービス発見応答フレームがタイマーの設定時間
内に受信されない場合、第1のSTAは、現在のサービス発見が失敗したと見なす。第1のSTA
は、サービス発見要求フレームを第1のAPに再び送信することができ、または、サービス
発見要求フレームを別のAPに送信することができる。
【０１６１】
　任意選択で、図5aに示されるように、ステップ501の前に、第1のSTAは、走査を通じて
、利用可能なAPについての情報を取得し、利用可能なAPについてのサービス要覧情報を要
求する必要がある。
【０１６２】
　能動走査方式が採用される場合、方法はさらに以下のステップを含む。
【０１６３】
　503. 第1のSTAが、あるブロードキャスト方式でプローブ要求フレームを送信し、プロ
ーブ要求フレームはサービス情報要素を含む。
【０１６４】
　サービス情報要素中の長さ(length)フィールドは0である。プローブ要求フレームは、A
Pについてのサービス要覧情報を要求するために使用される。したがって、プローブ要求
フレームのサービス情報要素中のサービス要覧項目は空であり、サービス情報要素中の長
さ(length)フィールドは0である。
【０１６５】
　504. 第1のSTAが、第1のAPによって返されるプローブ応答フレームを受信し、プローブ
応答フレームはサービス情報要素を含み、サービス情報要素はサービス要覧項目を含み、
サービス要覧項目は、BSSID、サービス識別子、およびサービス名を含む。
【０１６６】
　受動走査方式が採用される場合、方法はさらに以下のステップを含む。
【０１６７】
　505. 第1のSTAが、第1のAPによってあるブロードキャスト方式で送信されるビーコンフ
レームを受信し、ビーコンフレームはサービス情報要素を含み、サービス情報要素はサー
ビス要覧項目を含み、サービス要覧項目は、BSSID、サービス識別子、およびサービス名
を含む。
【０１６８】
　受動走査方式が採用される場合、第1のAPは、ビーコンフレームを定期的にブロードキ
ャストし、第1のSTAは、第1のAPによって送信されるビーコンフレームを捕捉するために
、チャネルごとに聴取を実行し、第1のAPについての情報と第1のAPについてのサービス要
覧情報とを取得する必要がある。
【０１６９】
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　本発明のこの実施形態で提供される技術的な解決法を採用することによって、それが第
1のSTAが関連付けられる前かまたは関連付けられた後かに関係なく、第1のAPは、ネット
ワーク中で提供され得るデバイス情報およびサービス情報を探索するための第1のSTAのた
めのプロキシとして機能することができ、これによって、より豊富なサービス情報を取得
し、サービス要件に従ってネットワークを選択するユーザの要求を満たし、異なるAP間の
頻繁な関連付けおよび切断という問題を回避する。この頻繁な関連付けおよび切断は、AP
と関連付けられた後に、必要とされるサービスが存在しないことを第1のSTAが発見し、次
いで第1のSTAが切断されることが原因で発生する。これにより、ユーザは確実に、サービ
スを提供するネットワークにより高速および正確にアクセスすることができ、ユーザ体験
が改善される。
【０１７０】
　本発明のある実施形態は、サービスを発見するためのシステムを提供する。システムは
、図6に示される第1のアクセスポイントAPおよび図7に示される第1の局STAを含む。第1の
STAおよび第1のAPは互いに対話して、本発明の実施形態で提供されるサービスを発見する
ための方法を実施する。
【０１７１】
　システムはさらに第2のAPを含んでよく、第2のAPは第1のAPのアクセス可能な隣接APで
ある。複数の第2のAPがシステム中に存在し得ることが理解され得る。
【０１７２】
　以下では、本発明の実施形態で提供されるサービスを発見するためのシステム中の、第
1のSTAおよび第1のAPを詳しく説明する。
【０１７３】
　図6は、本発明のある実施形態による、サービスを発見するための第1のアクセスポイン
トAPの概略的な構造図である。図6に示されるように、第1のAPは、受信ユニット601、問
合せユニット602、および送信ユニット603を含む。
【０１７４】
　受信ユニット601は、サービス発見要求フレームを第1の局STAから受信するように構成
され、サービス発見要求フレームはM個のサービス問合せ項目を含む。
【０１７５】
　各サービス問合せ項目は、問合せタイプおよび問合せ内容を含み、Mは0以上の整数であ
る。
【０１７６】
　本発明のこの実施形態では、STAはサービス発見処理の間に必要とされるサービスを問
い合わせる必要があり、ここで問合せタイプは、BSSID、デバイス名、デバイス能力、サ
ービス名、およびサービス識別子などの問合せタイプ名であってよく、または問合せタイ
プ識別子であってよく、たとえば、1つの問合せタイプ識別子は、各問合せタイプ名に対
して定義され、通常、問合せタイプ識別子はグローバルに不変であり、これは、本発明の
技術的な解決法が実施され得る限り、本発明では限定されないことに留意されたい。
【０１７７】
　例示的に、図21に示されている問合せタイプ情報テーブルでは、1つの問合せタイプ識
別子が各問合せタイプ名に対して定義され、これは本発明では特に限定されない。
【０１７８】
　例示的に、サービス発見要求フレームを図22に示すことができ、パブリックアクション
フィールド値フィールドの後の長さ(length)は、変数であり、サービス発見要求フレーム
における動作の詳細の長さを表すために使用され、各サービス問合せ項目における長さ(l
ength)は、変数であり、問合せ内容の長さを表すために使用される。
【０１７９】
　問合せユニット602は、サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テ
ーブルに問い合わせて、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得するように
構成される。
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【０１８０】
　問合せユニット602は特に、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報
テーブル中にある問合せ結果を取得するように構成される。
【０１８１】
　たとえば、Mが1である場合、すなわち、サービス発見要求フレームが1つのサービス問
合せ項目を含む場合、たとえば、問合せタイプが「サービス名」であり問合せ内容が「印
刷」である場合、問合せ結果は「サービス名」が「印刷」であることを満たす必要がある
。Mが2である場合、すなわち、サービス発見要求フレームが2つのサービス問合せ項目を
含む場合、たとえば、第1のサービス問合せ項目が「サービス名」である問合せタイプと
「印刷」である問合せ内容とを含み、第2のサービス問合せ項目が「デバイス能力」であ
る問合せタイプと「Wi-Fi Directをサポートする」という問合せ内容とを含む場合、問合
せ結果は、「サービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Directをサポー
トする」であることを満たす必要がある。
【０１８２】
　Mが0である場合、問合せ結果は、第1のAPのサービス情報テーブル中のすべてのサービ
ス情報である。
【０１８３】
　サービス情報は、基本サービスセット識別子BSSID、デバイス識別子、サービス識別子
、およびサービス名を含み、サービス情報はさらに、ネットワークアクセスポリシー、デ
バイス名、デバイス能力、サービス記述などを含み得る。
【０１８４】
　例示的に、サービス情報テーブルを図23に示すことができ、BSSIDは、サービス情報を
宣言するSTAと関連付けられるAPのMACアドレス、たとえば、この実施形態では第1のAPのM
ACアドレスである。
【０１８５】
　Mが1以上である場合、問合せ結果は、M個のサービス問合せ項目を満たすすべてのサー
ビス情報であってよく、または、M個のサービス問合せ項目を満たす簡略化されたサービ
ス情報であってよい。
【０１８６】
　たとえば、Mが2である場合、すなわち、サービス発見要求フレームが2つのサービス問
合せ項目を含む場合、たとえば、第1のサービス問合せ項目が「サービス名」である問合
せタイプと「印刷」である問合せ内容とを含み、第2のサービス問合せ項目が「デバイス
能力」である問合せタイプと「Wi-Fi Directをサポートする」である問合せ内容とを含む
場合、「サービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Directをサポートす
る」であることを満たすすべてのサービス情報が返されること可能であり、または、「サ
ービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Directをサポートする」である
ことを満たすすべての簡略化されたサービス情報が返されることが可能であり、これは本
発明では限定されない。図24に示されるように、サービス情報と比較されて、簡略化され
たサービス情報において、サービス問合せ項目中の「サービス名」および「デバイス能力
」である問合せタイプが削除され、簡略化されたサービス情報を返すことで、送信される
ことになる情報の量を減らすことができ、これによって送信効率を改善する。
【０１８７】
　本発明のこの実施形態では、サービス情報の返信が、本発明の技術的な解決法を説明す
るための例として使用されるが、本発明に対する制限を何ら構成するものではないことに
留意されたい。
【０１８８】
　送信ユニット603は、サービス発見応答フレームを第1のSTAに返すように構成され、サ
ービス発見応答フレームは問合せ結果を含む。
【０１８９】
　例示的に、サービス発見応答フレームを図25に示すことができ、長さ(length)は、変数
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であり、サービス告知応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０１９０】
　当然、サービス発見応答フレーム中の問合せ結果は空であることもあり、これは、M個
のサービス問合せ項目を満たすサービス情報を第1のAPが発見しないことを表す。図25に
示されるサービス発見応答フレームでは、長さフィールドの値は0である。
【０１９１】
　任意選択で、図6aに示されるように、第1のAPはさらに走査ユニット604を含み、
　走査ユニット604は、あるブロードキャスト方式でビーコンフレームを送信するように
構成され、または、走査ユニット604は、第1のSTAによってあるブロードキャスト方式で
送信されるプローブ要求フレームを受信し、第1のSTAにプローブ応答フレームを返すよう
に構成される。
【０１９２】
　受動走査方式が採用される場合、走査ユニット604は特に、ビーコンフレームを定期的
にブロードキャストするように構成され、ビーコンフレームはサービス情報要素を含み、
サービス情報要素はサービス要覧項目を含み、サービス要覧項目は、BSSID、サービス識
別子、およびサービス名を含む。第1のSTAは、第1のAPによって送信されるビーコンフレ
ームを捕捉するために、チャネルごとに聴取を実行し、第1のAPについての情報と第1のAP
についてのサービス要覧情報とを取得する必要がある。
【０１９３】
　能動走査方式が採用される場合、第1のSTAは、各チャネル上で、サービス情報要素を搬
送するプローブ要求フレームを送信し、チャネル上で利用可能なAPを能動的に走査し、利
用可能なAPについてのサービス要覧情報を要求する。走査ユニット604は特に、第1のSTA
によってあるブロードキャスト方式で送信されるプローブ要求フレームを受信し、プロー
ブ応答フレームを第1のSTAに返すように構成され、プローブ要求フレームはサービス情報
要素を含み、サービス情報要素中の長さ(length)フィールドは0であり、プローブ応答フ
レームはサービス情報要素を含み、サービス情報要素はサービス要覧項目を含み、サービ
ス要覧項目は、BSSID、サービス識別子、およびサービス名を含み、これらは、第1のAPに
ついての情報および第1のAPについてのサービス要覧情報を第1のSTAに提供するために使
用される。
【０１９４】
　例示的に、サービス情報要素(service information element)を図26に示すことができ
、ここで、長さ(length)は、0から256バイトの値を有し、サービス情報要素の長さを表す
ために使用される。
【０１９５】
　任意選択で、サービス情報要素はさらにネットワークタイプを含んでよく、サービス要
覧項目はさらにサービス記述を含んでよい。ネットワークタイプは、IEEE 802.11規格に
おけるある定義、たとえばプライベートネットワークに従い得る。
【０１９６】
　任意選択で、図6bに示されるように、問合せユニット602は、
　サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせて
、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル中にあるすべてのサ
ービス情報を取得するように構成される、ローカルサブユニット602Aと、
　サービス発見要求フレームを第2のAPに転送し、第2のAPによって返されるサービス発見
応答フレームを受信し、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレームに含まれる
サービス情報を取得するように構成される、リモートサブユニット602Bであって、第2のA
Pによって返されるサービス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たし第2
のAPのサービス情報テーブル中にあるすべてのサービス情報を含む、リモートサブユニッ
ト602Bと、
　M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ結果を取得するように構成される、結果取得
サブユニット602Cであって、問合せ結果が特に、ローカルサブユニット602Aによって取得
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されるサービス情報およびリモートサブユニット602Bによって取得されるサービス情報を
含む、結果取得サブユニット602Cとを含む。
【０１９７】
　任意選択で、図6cに示されるように、問合せユニット602は、
　サービス発見要求フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせる
ように構成される、探索サブユニット602aと、
　探索サブユニット602aの探索結果が、第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情
報のいずれもがM個のサービス問合せ項目を満たさないということである場合に、サービ
ス発見要求フレームを第2のAPに転送し、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレ
ームを受信し、第2のAPによって返されるサービス発見応答フレームに含まれるサービス
情報を取得するように構成される、リモートサブユニット602bであって、第2のAPによっ
て返されるサービス発見応答フレームが、M個のサービス問合せ項目を満たし第2のAPのサ
ービス情報テーブル中にあるすべてのサービス情報を含む、リモートサブユニット602bと
、
　探索サブユニット602aの探索結果が、第1のAPのサービス情報テーブル中に存在するサ
ービス情報の少なくとも1つがM個のサービス問合せ項目を満たすということである場合に
、M個のサービス問合せ項目を満たし第1のAPのサービス情報テーブル中にあるすべてのサ
ービス情報を取得すように構成される、ローカルサブユニット602cとを含む。
【０１９８】
　任意選択で、リモートサブユニット602Bまたはリモートサブユニット602bが第1のSTAの
サービス発見要求フレームを転送する場合、第1のSTAのサービス発見要求フレームが処理
されたかどうかを第2のAPが判定するように、サービス発見要求はさらに、第1のSTAのデ
バイスアドレスまたはデバイス識別子を搬送することができる。
【０１９９】
　図7は、本発明のある実施形態による、サービスを発見するための第1の局STAの概略的
な構造図である。図7に示されるように、第1のSTAは、送信ユニット701および受信ユニッ
ト702を含む。
【０２００】
　送信ユニット701は、サービス発見要求フレームを第1のアクセスポイントAPに送信する
ように構成され、サービス発見要求フレームはM個のサービス問合せ項目を含む。
【０２０１】
　各サービス問合せ項目は、問合せタイプおよび問合せ内容を含み、Mは0以上の整数であ
る。
【０２０２】
　本発明のこの実施形態では、STAはサービス発見処理の間に必要とされるサービスを問
い合わせる必要があり、ここで問合せタイプは、BSSID、デバイス名、デバイス能力、サ
ービス名、およびサービス識別子などの問合せタイプ名であってよく、または問合せタイ
プ識別子であってよく、たとえば、1つの問合せタイプ識別子は、各問合せタイプ名に対
して定義され、通常、問合せタイプ識別子はグローバルに不変であり、これは、本発明の
技術的な解決法が実施され得る限り、本発明では限定されないことに留意されたい。
【０２０３】
　例示的に、図21に示されている問合せタイプ情報テーブルでは、1つの問合せタイプ識
別子が各問合せタイプ名に対して定義され、これは本発明では特に限定されない。
【０２０４】
　例示的に、サービス発見要求フレームを図22に示すことができ、パブリックアクション
フィールド値フィールドの後の長さ(length)は、変数であり、サービス発見要求フレーム
における動作の詳細の長さを表すために使用され、各サービス問合せ項目における長さ(l
ength)は、変数であり、問合せ内容の長さを表すために使用される。
【０２０５】
　受信ユニット702は、第1のAPによって返されるサービス発見応答フレームを受信するよ
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うに構成され、サービス発見応答フレームは、M個のサービス問合せ項目を満たす問合せ
結果を含む。
【０２０６】
　問合せ結果は、M個のサービス問合せ項目を満たすすべてのサービス情報であってよく
、または、M個のサービス問合せ項目を満たす簡略化されたサービス情報であってよい。
【０２０７】
　サービス情報は、基本サービスセット識別子BSSID、デバイス識別子、サービス識別子
、およびサービス名を含み、サービス情報はさらに、ネットワークアクセスポリシー、デ
バイス名、デバイス能力、サービス記述などを含み得る。
【０２０８】
　例示的に、サービス情報テーブルを図23に示すことができ、BSSIDは、サービス情報を
宣言するSTAと関連付けられるAPのMACアドレス、たとえば、この実施形態では第1のAPのM
ACアドレスである。
【０２０９】
　たとえば、Mが2である場合、すなわち、サービス発見要求フレームが2つのサービス問
合せ項目を含む場合、たとえば、第1のサービス問合せ項目が「サービス名」である問合
せタイプと「印刷」である問合せ内容とを含み、第2のサービス問合せ項目が「デバイス
能力」である問合せタイプと「Wi-Fi Directをサポートする」である問合せ内容とを含む
場合、問合せ結果は、「サービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Dire
ctをサポートする」であることを満たす必要があるすべてのサービス情報であり、または
、「サービス名」が「印刷」であり「デバイス能力」が「Wi-Fi Directをサポートする」
であることを満たすすべての簡略化されたサービス情報であってよく、これは本発明では
限定されない。図24に示されるように、サービス情報と比較されて、簡略化されたサービ
ス情報において、サービス問合せ項目中の「サービス名」および「デバイス能力」である
問合せタイプが削除され、簡略化されたサービス情報を返すことで、送信されることにな
る情報の量を減らすことができ、これによって送信効率を改善する。
【０２１０】
　本発明のこの実施形態では、問合せ結果がサービス情報である例が、本発明の技術的な
解決法を説明するために使用されるが、本発明に対する制限を何ら構成するものではない
ことに留意されたい。
【０２１１】
　例示的に、サービス発見応答フレームを図25に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０２１２】
　当然、サービス発見応答フレーム中の問合せ結果は空であることもあり、これは、M個
のサービス問合せ項目を満たすサービス情報を第1のAPが発見しないことを表す。図25に
示されるサービス発見応答フレームでは、長さフィールドの値は0である。
【０２１３】
　任意選択で、図7aに示されるように、第1のSTAはさらに走査ユニット703を含み、
　走査ユニット703は、第1のAPによってあるブロードキャスト方式で送信されるビーコン
フレームを受信するように構成され、または、走査ユニット703は、あるブロードキャス
ト方式でプローブ要求フレームを送信し、第1のAPによって返されるプローブ応答フレー
ムを受信するように構成される。
【０２１４】
　走査ユニット703を使用することによって、第1のSTAは、利用可能なAPについての情報
を取得し、利用可能なAPについてのサービス要覧情報を要求することができる。
【０２１５】
　能動走査方式が採用される場合、走査ユニット703は特に、あるブロードキャスト方式
でプローブ要求フレームを送信し、第1のAPによって返されるプローブ応答フレームを受
信するように構成され、プローブ要求フレームはサービス情報要素を含み、サービス情報
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要素中の長さ(length)フィールドは0であり、プローブ応答フレームはサービス情報要素
を含み、サービス情報要素はサービス要覧項目を含み、サービス要覧項目は、BSSID、サ
ービス識別子、およびサービス名を含む。
【０２１６】
　受動走査方式が採用される場合、走査ユニット703は特に、第1のAPによってあるブロー
ドキャスト方式で送信されるビーコンフレームを受信するように構成され、ビーコンフレ
ームはサービス情報要素を含み、サービス情報要素はサービス要覧項目を含み、サービス
要覧項目は、BSSID、サービス識別子、およびサービス名を含む。
【０２１７】
　任意選択で、第1のSTAはさらにタイミングユニットを含み、このタイミングユニットは
、サービス発見要求フレームが送信された後で、タイマーを設定し、第1のAPによって返
されるサービス発見応答フレームがタイマーの設定時間内に受信されない場合、現在のサ
ービス発見が失敗したと見なすように構成されるので、第1のSTAは、サービス発見要求フ
レームを第1のAPに再び送信することができ、または、サービス発見要求フレームを別のA
Pに送信することができる。
【０２１８】
　本発明のこの実施形態で提供されるサービスを発見する技術的な解決法を採用すること
によって、第1のAPは、ネットワーク中でサービス情報を探索するための第1のSTAのため
のプロキシとして機能することができ、第1のAPは、ローカル探索およびリモート探索を
通じて、より広範で豊富なサービス情報をユーザに提供することができ、これによって、
サービス要件に従ってネットワークを選択するユーザの要求を満たす。したがって、ネッ
トワークにおいてサービスを提供するSTAは、別のデバイスの探索要求をチャネル上で定
期的に聴取する必要もなく、これによって、サービスを提供するSTAのリソース消費およ
び電力消費を低減する。加えて、第1のSTAは、関連付けの前と関連付けの後の両方で、第
1のAPを使用することによってサービス情報を取得することができ、これによって、異な
るAP間の頻繁な関連付けおよび切断の問題が回避され、この頻繁な関連付けおよび切断は
、APと関連付けられた後で、必要とされるサービスが存在しないことを第1のSTAが発見し
、次いで切断されることが原因で発生する。これにより、ユーザは確実に、サービスを提
供するネットワークにより高速および正確にアクセスすることができ、ユーザ体験が改善
される。
【０２１９】
　さらに、第1のAPと関連付けられた後で、第1のSTAは、第1のSTAが提供できるサービス
を第1のAPに宣言することができる。第1のAPはまた、第1のSTAによって宣言されたサービ
ス情報を、ネットワーク中の別のアクセス可能な隣接APに拡散することができる。
【０２２０】
　図8は、本発明のある実施形態による、サービスを登録するための方法のフローチャー
トである。この実施形態では、サービスを登録するための方法は、第1のアクセスポイン
トAPによって実施される。図8に示されるように、方法は以下のステップを含む。
【０２２１】
　801. 第1のアクセスポイントAPが、第1の局STAからサービス告知要求フレームを受信し
、サービス告知要求フレームが、第1のSTAのデバイスアドレスおよび少なくとも1つのサ
ービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々がサービス名を含む。
【０２２２】
　第1のAPと関連付けられた後で、第1のSTAは、サービス告知要求フレームを第1のAPに送
信して、第1のAP上のサービスを登録することができる。
【０２２３】
　第1のSTAのデバイスアドレスは通常、第1のSTAのMACアドレスである。第1のSTAのデバ
イスアドレスは通常、サービス告知要求フレームのヘッダで搬送される。
【０２２４】
　サービス告知要求フレームはさらに、第1のSTAのデバイス名、デバイス識別子、デバイ
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ス能力、デバイス記述などを含み得る。第1のSTAのデバイス名は、たとえば、プリンター
またはテレビであってよく、または、たとえば、カフェNo.1およびチケットセンターNo.2
であってよい。第1のSTAのデバイス能力は、たとえば、Wi-Fi Directをサポートするまた
はBluetooth(登録商標)をサポートすることであってよく、能力パラメータがさらにデバ
イス能力で搬送されてよく、たとえば、Wi-Fi Directがサポートされる場合、直線距離が
搬送される。たとえば、
　デバイス名　デバイス能力
　プリンター　Wi-Fi Directをサポートする、Lである直線距離
　チケットセンターNo.2　ドアツードアサービスを提供する
【０２２５】
　サービス宣言項目はさらに、サービス名に加えて、サービス記述を含み得る。たとえば
、前述のチケットセンターNo.2は以下のサービスを提供することができる。
　サービス名　サービス記述
　航空券予約　中国南方航空のみ
　鉄道乗車券予約　CRH乗車券のみ
　券の問合せ　3日以内
【０２２６】
　第1のSTAが複数のサービスを提供できる場合、第1のSTAは、第1のAP上の複数のサービ
スを一度に登録することができ、サービス告知要求フレームは複数のサービス宣言項目を
含む。第1のSTAはまた、第1のAP上のサービスを複数回登録することができ、すなわち、
第1のAP上の1つのサービスをその都度登録することができ、サービスを複数回登録するこ
とができる。この場合、サービス告知要求フレームは、その都度、1つのサービス宣言項
目のみを含む。
【０２２７】
　例示的に、サービス告知要求フレームを図27に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知要求フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０２２８】
　802. 第1のAPが、第1のSTAのデバイス識別子を取得する。
【０２２９】
　具体的には、第1のAPが、第1のSTAのデバイスアドレスに従って、第1のAPのアドレス対
応付けテーブルに問い合わせ、アドレス対応付けテーブルが、デバイスアドレスとデバイ
ス識別子との対応付けを含み、
　第1のAPのアドレス対応付けテーブル中の1つの既存のアドレスの対応付けにおけるデバ
イスアドレスが、第1のSTAのデバイスアドレスと同じである場合に、第1のAPが、既存の
アドレスの対応付けにおけるデバイス識別子、すなわち、第1のSTAのデバイス識別子を取
得し、または、
　第1のAPのアドレス対応付けテーブル中のいずれのアドレスの対応付けにおけるデバイ
スアドレスも、第1のSTAのデバイスアドレスと異なる場合に、第1のAPが、デバイス識別
子プールから第1のSTAのデバイス識別子を割り振り、アドレス対応付けテーブルに、第1
のSTAのデバイスアドレスと第1のSTAのデバイス識別子とのアドレスの対応付けを記録す
る。
【０２３０】
　任意選択で、サービス告知要求フレームが第1のSTAのデバイス識別子を含む場合、第1
のAPはまた、サービス告知要求フレームから第1のSTAのデバイス識別子を取得することが
できる。
【０２３１】
　たとえば、デバイスアドレスがMAC1であるチケットセンターNo.2はデバイス識別子DI-1
を有し、デバイスアドレスがMAC2であるプリンター1はデバイス識別子DI-2を有する。
【０２３２】
　803. 第1のAPが、少なくとも1つのサービス宣言項目に従って、少なくとも1つのサービ
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ス宣言項目の各々に対応するサービス識別子を取得する。
【０２３３】
　すなわち、第1のAPが各サービス宣言項目のサービス名に従って対応するサービス識別
子を取得することは特に、
　第1のAPによって、少なくとも1つのサービス宣言項目中の第1のサービス宣言項目のサ
ービス名に従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせるステップと、
　第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情報のいずれにおけるサービス名も、第1
のサービス宣言項目のサービス名と異なる場合に、第1のサービス宣言項目のサービス名
に従ってサービス識別子プールから第1のサービス識別子を割り振るステップ、または、
　第1のAPのサービス情報テーブル中に存在する既存のサービス情報におけるあるサービ
ス名が、第1のサービス宣言項目のサービス名と同じであり、既存のサービス情報のBSSID
が第1のAPのMACアドレスと同じである場合に、既存のサービス情報のサービス識別子、す
なわち、第1のサービス宣言項目のサービス名に対応する第1のサービス識別子を取得する
ステップとを含む。
【０２３４】
　第2のサービス宣言項目もある場合、第2のサービス宣言項目のサービス名に対応する第
2のサービス識別子が取得され、以下同様である。
【０２３５】
　たとえば、チケットセンターNo.2はサービス告知要求フレームを送信し、サービス告知
要求フレームは2つのサービス宣言項目を含み、第1のサービス宣言項目は「航空券予約」
であるサービス名を有し、第2のサービス宣言項目は「鉄道乗車券予約」であるサービス
名を有するので、第1のAPは、「航空券予約」に従ってサービス識別子SI-1を取得し、そ
して、「鉄道乗車券予約」に従ってサービス識別子SI-2を取得する。
【０２３６】
　804. 第1のAPが、第1のAPのサービス情報テーブルに、少なくとも1つのサービス宣言項
目の各々に対応するサービス情報を記録し、サービス情報は、基本サービスセット識別子
BSSID、デバイス識別子、サービス識別子、およびサービス宣言項目を含む。
【０２３７】
　具体的には、第1のAPが、第1のサービス情報を取得し、このとき第1のサービス情報が
、第1のAPのBSSID、第1のSTAのデバイス識別子、第1のサービス識別子、および第1のサー
ビス宣言項目を含み、
　第1のAPのサービス情報テーブルに第1のサービス情報を記録する。
【０２３８】
　第2のサービス宣言項目もある場合、第2のサービス情報が取得され、第2のサービス情
報が第1のAPのサービス情報テーブルに記録され、以下同様である。
【０２３９】
　任意選択で、サービス情報はさらに、第1のSTAのデバイス名、第1のSTAのデバイス能力
、およびネットワークアクセスポリシーを含み得る。ネットワークアクセスポリシーは、
APが属しているBSS内部のアクセスポリシーを表すことがあり、または、特定のサービス
に対するアクセスポリシーであることがある。たとえば、AP1がパブリックネットワーク
中にあり、AP2がプライベートネットワーク中にあり、AP1は、AP2のアクセスポリシーに
従って、AP2が属しているプライベートネットワークにアクセスすることができる。
【０２４０】
　例示的に、サービス情報テーブルを図23に示すことができ、BSSIDは、サービス情報を
宣言するSTAと関連付けられるAPのMACアドレス、たとえば、この実施形態では第1のAPのM
ACアドレスである。
【０２４１】
　805. 第1のAPが、サービス告知応答フレームを第1のSTAに返し、サービス告知応答フレ
ームは、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサービス宣言項目に対応するサ
ービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確認応答項目はサービス識別子およびサ
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ービス名を含む。
【０２４２】
　具体的には、サービス告知応答フレームは、
　ステップ802で取得される第1のSTAのデバイス識別子と、
　少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス宣言確認応答項目とを含
み、サービス宣言確認応答項目は、
　第1のサービス宣言項目に対応する第1の宣言確認応答項目であって、第1のサービス宣
言項目のサービス名および第1のサービス識別子を含む、第1の宣言確認応答項目を含み、
　第2のサービス宣言項目もある場合には、第2のサービス宣言項目に対応する第2の宣言
確認応答項目であって、第2のサービス宣言項目のサービス名および第2のサービス識別子
を含む、第2の宣言確認応答項目を含み、以下同様である。
【０２４３】
　任意選択で、サービス告知応答フレームはさらに、第1のSTAのデバイス名を含み得る。
【０２４４】
　例示的に、サービス告知応答フレームを図28に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０２４５】
　本発明のこの実施形態で提供されるサービスを登録するための方法を採用することによ
って、第1のAPと関連付けられた第1のSTAは、第1のAP上のサービス情報を宣言することが
でき、第1のAPは、第1のAPが属しているBSS内部のサービス情報を管理して保持し、サー
ビス探索機能を提供する。このようにして、第1のSTAは、別のデバイスの探索要求をチャ
ネル上で定期的に聴取する必要がなく、これによって、第1のSTAのリソース消費および電
力消費を低減する。
【０２４６】
　第1のAPは、サービス保守フレームをワイヤレスに別のアクセス可能な隣接APに転送し
、かつ別のアクセス可能な隣接APによって送信されるサービス保守フレームを受信できる
ことに留意されたい。第1のAPはまた、別の方式でサービス保守フレームを別のアクセス
可能な隣接APに転送することができる。たとえば、アクセスコントローラ(Access Contro
ller、略してAC)がWLANにおいて存在する場合、第1のAPは、ワイヤレスアクセスポイント
の制御およびプロビジョニング(Control And Provisioning of Wireless Access point、
略してCAPWAP)プロトコルでデータメッセージを使用することによって、サービス保守フ
レームを結合し封入して、ACを使用することによって別のアクセス可能な隣接APと通信す
ることができる。別の例では、ACがWLANに存在せず、APがイーサネット(登録商標)に直接
接続される場合、第1のAPは、送信制御プロトコル/インターネットプロトコル(Transmiss
ion Control Protocol/Internet Protocol、略してTCP/IP)を使用することによって別の
アクセス可能な隣接APと通信し、TCP/IPプロトコルを使用することによって、サービス保
守フレームを封入することができる。第1のAPおよび別のアクセス可能な隣接APが互いに
通信する方式は、本発明では限定されない。説明を簡単にするために、以下では、第1のA
Pと別のアクセス可能な隣接APとの通信を説明するために、転送が全般に使用される。
【０２４７】
　図9は、本発明のある実施形態による、サービスを登録するための別の方法のフローチ
ャートである。この実施形態では、本発明の技術的な解決法はさらに、図8に示されるサ
ービスを登録するための方法を基礎にして説明される。図9に示されるように、方法は以
下のステップを含む。
【０２４８】
　901. 第1のアクセスポイントAPが、第1の局STAからサービス告知要求フレームを受信し
、サービス告知要求フレームは、第1のSTAのデバイスアドレスおよび少なくとも1つのサ
ービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々がサービス名を含む。
【０２４９】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ801を参照されたい。
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【０２５０】
　902. 第1のAPが、第1のSTAのデバイスアドレスに従って、第1のSTAのデバイス識別子を
取得する。
【０２５１】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ802を参照されたい。
【０２５２】
　903. 第1のAPが、少なくとも1つのサービス宣言項目に従って、少なくとも1つのサービ
ス宣言項目の各々に対応するサービス識別子を取得する。
【０２５３】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ803を参照されたい。
【０２５４】
　904. 第1のAPが、第1のAPのサービス情報テーブルに、少なくとも1つのサービス宣言項
目に対応するサービス情報を記録し、サービス情報は、基本サービスセット識別子BSSID
、デバイス識別子、サービス識別子、およびサービス宣言項目を含む。
【０２５５】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ804を参照されたい。
【０２５６】
　905. 第1のAPが、サービス告知応答フレームを第1のSTAに返し、サービス告知応答フレ
ームは、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサービス宣言項目に対応するサ
ービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確認応答項目はサービス識別子およびサ
ービス名を含む。
【０２５７】
　ここでは再び説明されない詳細については、ステップ805を参照されたい。
【０２５８】
　さらに、本発明のこの実施形態では、STAは、サービス保守フレームを使用することに
よって、宣言されたサービスを取り消すことができ、APは、サービス保守フレームを使用
することによって、アクセス可能なAPのサービス情報テーブルを更新することができる。
【０２５９】
　サービス保守フレームは、保守状態および保守詳細情報を含む。保守状態は、第1の保
守状態および第2の保守状態を含む。第1の保守状態は、STAによって宣言されるサービス
がAP上で追加されるときに、別のアクセス可能な隣接AP上のサービスを更新し登録するた
めに使用される。第2の保守状態は、宣言されたサービスをSTAが取り消す必要があるとき
に、AP上のサービスを取り消すために使用され、任意選択で、APは、別のアクセス可能な
隣接AP上のサービスを更新し取り消す。保守状態は、文字列によって表されてよく、たと
えば、Registerは第1の保守状態を表し、Cancelは第2の保守状態を表す。保守状態はまた
、数字によって表されてよく、たとえば、1は第1の保守状態を表し、0は第2の保守状態を
表す。保守状態の表現は本発明では限定されない。
【０２６０】
　906. 第1のAPが、第1のサービス保守フレームを第2のAPに送信し第2のAPが第2のAPのサ
ービス情報テーブルを更新するように、第1のサービス保守フレームが、保守状態および
保守詳細情報を含む。
【０２６１】
　第1のサービス保守フレーム中の保守状態は第1の保守状態であり、保守詳細情報は、少
なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス情報を含む。
【０２６２】
　具体的には、第1のAPは、第1のサービス保守フレームを第2のAPに送信し、第1のサービ
ス保守フレームは、
　第1の保守状態と、
　少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス情報とを含み、サービス
情報は、
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　第1のサービス宣言項目に対応する第1のサービス情報を含み、
　第2のサービス宣言項目もある場合、第2のサービス宣言項目に対応する第2のサービス
情報を含み、以下同様である。
【０２６３】
　第2のAPは、第1のAPのアクセス可能な隣接APである。この実施形態では、通信が第1のA
Pと第2のAPとの間で行われ得る限り、第1のAPは、ワイヤレスに第2のAPにアクセスするこ
とができ、または、第1のAPは、有線方式で第2のAPにアクセスすることができる。アクセ
ス方式は本発明では限定されない。
【０２６４】
　第2のAPが、第1のサービス保守フレームを受信した後で、第2のAPのサービス情報テー
ブルを更新することは特に、第2のAPのサービス情報テーブル中の第2のAPによって、第1
のサービス保守フレーム中の第1の保守状態に従って、第1のサービス保守フレームにサー
ビス情報を記録するステップを含む。906を通じて、第1のAPは、ネットワークのより広い
範囲に、第1のSTAによって宣言されたサービス情報を拡散し、より広範囲でのサービス探
索機能をユーザに提供するための第1のSTAのためのプロキシとして機能することができる
。
【０２６５】
　さらに、第1のSTAによって第1のAP上で宣言されたサービスのすべてまたは一部が取り
消されてよく、方法はさらに以下のステップを含む。
【０２６６】
　907. 第1のSTAが切断されたことを第1のAPが感知し、または、第1のAPが第1のSTAから
第2のサービス保守フレームを受信し、第2のサービス保守フレームは保守状態および保守
詳細情報を含む。
【０２６７】
　第2のサービス保守フレーム中の保守状態は第2の保守状態であり、保守詳細情報は、少
なくとも1つのサービス保守項目を含む。
【０２６８】
　サービス保守項目は、BSSID、デバイス識別子、およびサービス識別子を含み、サービ
ス識別子は、第1のSTAによって宣言されるサービスを識別する。
【０２６９】
　第1のSTAが切断されたことを第1のAPが感知すると、第1のAPは、第1のSTAによって第1
のAP上で宣言されたすべてのサービスを取り消すことができる。具体的には、第1のSTAに
よって宣言されるすべてのサービス情報は、第1のAPのサービス情報テーブルから削除さ
れる。さらに任意選択で、第2のAPが第2のAPのサービス情報テーブルを更新するように、
第1のAPは、サービス保守フレームを第2のAPに送信することができる。第1のSTAが切断さ
れたことを第1のAPが感知することについては、既存の実装方式を参照されたい。これは
本発明では限定されない。
【０２７０】
　第1のSTAはまた、保守状態が第2の保守状態であるサービス保守フレームを第1のAPに送
信し、第1のAP上で宣言されたサービスのすべてまたは一部を取り消すことができる。
【０２７１】
　第1のAPによって受信され、第1のSTAから来る、第2のサービス保守フレーム中のサービ
ス保守項目中のBSSIDおよびデバイス識別子は空であり得るので、第1のAPは、
　BSSID、すなわち、第1のAPのMACアドレス、およびデバイス識別子、すなわち、第1のST
Aのデバイス識別子をまず取得し、第1のSTAのデバイス識別子を取得することができ、こ
のとき、第1のAPは、第1のSTAのデバイスアドレスに従って第1のAPのアドレス対応付けテ
ーブルに問い合わせることができ、
　次いで、少なくとも1つのサービス保守項目中の各サービス保守項目の取得されたBSSID
およびデバイス識別子およびサービス識別子に従って、第1のSTAが取り消す必要のあるす
べてのサービスを取得し、次いで、後続の処理を実行することができる。
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【０２７２】
　任意選択で、第1のAPによって受信され第1のSTAから来る、第2のサービス保守フレーム
中のサービス保守項目は空であることがあり、これは、宣言されたすべてのサービスを第
1のSTAが取り消す必要があることを表す。
【０２７３】
　任意選択で、不正なSTA攻撃を防ぐために、第1のAPが第2のサービス保守フレームを受
信するとき、サービス保守項目がBSSIDおよびデバイス識別子を含む場合、第1のAPはまず
、BSSIDが第1のAPのMACアドレスかどうかを、および、デバイス識別子が第1のSTAのデバ
イスアドレスに対応するかどうかを認証し、BSSIDが第1のAPのMACアドレスであり、デバ
イス識別子が第1のSTAのデバイスアドレスに対応する場合、第1のAPは後続の処理を実行
し、それ以外の場合、第1のAPは、第2のサービス保守フレームが不正な攻撃であると見な
し、処理を省略する。
【０２７４】
　908. 第1のAPが、第1のAPのサービス情報テーブルを更新する。
【０２７５】
　第1のSTAが切断されたことを第1のAPが感知すると、第1のAPは、第1のSTAによって宣言
されたすべてのサービス情報を、第1のAPのサービス情報テーブルから削除し、このこと
は特に、
　第1のAPによって、BSSID、すなわち、第1のAPのMACアドレス、およびデバイス識別子、
すなわち、第1のSTAのデバイス識別子を取得するステップを含み、ここで、第1のAPは、
第1のSTAのデバイスアドレスに従って第1のAPのアドレス対応付けテーブルに問い合わせ
、第1のSTAのデバイス識別子を取得し、さらに、第1のAPのMACアドレスおよび第1のSTAの
デバイス識別子に従って第1のAPのサービス情報テーブルを更新することができ、具体的
には、第1のAPは、第1のAPのMACアドレスおよび第1のSTAのデバイス識別子に従って、第1
のAPのサービス情報テーブルに問い合わせ、第1のAPのサービス情報テーブルから、BSSID
が第1のAPのMACアドレスと同じでありデバイス識別子が第1のSTAのデバイス識別子と同じ
である、すべてのサービス情報を削除する。
【０２７６】
　次いで、第1のAPは、第1のSTAに割り振られたデバイス識別子を、デバイス識別子プー
ルへと再利用することができる。
【０２７７】
　第1のAPが第1のSTAから第2のサービス保守フレームを受信すると、第1のAPは、第2のサ
ービス保守フレームに従って第1のAPのサービス情報テーブルを更新し、このことは特に
、
　第1のAPによって、第2のサービス保守フレーム中の第1のサービス保守項目に従って、
第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせるステップ、
　一致した第1のサービス情報が存在する場合、すなわち、第1のAPのサービス情報テーブ
ル中の第1のサービス情報のBSSIDが、第2のサービス保守フレーム中の第1のサービス保守
項目のBSSIDと同じであり、第1のサービス情報のサービス識別子が、第2のサービス保守
フレーム中の第1のサービス保守項目中のサービス識別子と同じであり、第1のサービス情
報中のデバイス識別子が、第2のサービス保守フレーム中の第1のサービス保守項目中のデ
バイス識別子と同じである場合、第1のAPのサービス情報テーブルから第1のサービス情報
を削除するステップ、および、
　第2のサービス保守項目がさらに第2のサービス保守フレーム中に存在する場合、第2の
サービス保守フレーム中の第2のサービス保守項目に従って第1のAPのサービス情報テーブ
ルに問い合わせ、一致した第2のサービス情報が存在する場合、第1のAPのサービス情報テ
ーブルから第2のサービス情報を削除するステップを含み、以下同様である。
【０２７８】
　さらに任意選択で、第2のサービス保守フレーム中のサービス保守項目中のBSSIDおよび
デバイス識別子は空であり得るので、第1のAPはまず、BSSID、すなわち、第1のAPのMACア
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ドレス、およびデバイス識別子、すなわち、第1のSTAのデバイス識別子を取得することが
でき、第1のAPは、第1のSTAのデバイスアドレスに従って第1のAPのアドレス対応付けテー
ブルに問い合わせ、第1のSTAのデバイス識別子を取得することができる。それに対応して
、
　第1のAPは、第2のサービス保守フレーム中の第1のサービス保守項目の、第1のAPのMAC
アドレス、第1のSTAのデバイス識別子、およびサービス識別子に従って、第1のAPのサー
ビス情報テーブルに問い合わせ、
　一致した第1のサービス情報が存在する場合、すなわち、第1のサービス情報のBSSIDが
、第1のAPのMACアドレスと同じであり、第1のサービス情報のサービス識別子が、第2のサ
ービス保守フレーム中の第1のサービス保守項目のサービス識別子と同じであり、第1のサ
ービス情報のデバイス識別子が、第1のSTAのデバイス識別子と同じである場合、第1のAP
は、第1のAPのサービス情報テーブルから第1のサービス情報を削除し、
　第2のサービス保守フレーム中の第2のサービス保守項目もある場合、第1のAPは、第2の
サービス保守フレーム中の第2のサービス保守項目の、第1のAPのMACアドレス、第1のSTA
のデバイス識別子、およびサービス識別子に従って、第1のAPのサービス情報テーブルに
問い合わせ、一致した第2のサービス情報が存在する場合、第1のAPは、第1のAPのサービ
ス情報テーブルから第2のサービス情報を削除し、以下同様である。
【０２７９】
　宣言されたすべてのサービスを第1のSTAが取り消した場合、第1のAPは、第1のSTAに割
り振られたデバイス識別子をデバイス識別子プールへと再利用することができ、他のSTA
が、サービス識別子に対応し第1のSTAによって取り消されるサービスを提供しない場合、
第1のAPは、サービス識別子をサービス識別子プールへと再利用することができる。
【０２８０】
　909. 第2のAPが第2のAPのサービス情報テーブルを更新するように、第2のサービス保守
フレームを第2のAPに転送する。
【０２８１】
　第1のSTAが切断されたことを第1のAPが感知すると、第1のAPは、第2のサービス保守フ
レームを第2のAPに送信することができ、第2のAPが第2のAPのサービス情報テーブルを更
新するように、第2のサービス保守フレームは、BSSID、すなわち、第1のAPのMACアドレス
と、第1のSTAのデバイス識別子とを含む。
【０２８２】
　第1のAPによって受信され第1のSTAから来る、第2のサービス保守フレーム中のサービス
保守項目中のBSSIDおよびデバイス識別子が空である場合、第1のAPは、取得されたBSSID
、すなわち、第1のAPのMACアドレスおよび第1のSTAのデバイス識別子を使用することによ
って、第2のサービス保守フレームを更新し、次いで、更新された第2のサービス保守フレ
ームを第2のAPに転送する。
【０２８３】
　第2のサービス保守フレームを受信した後で第2のAPによって実行される動作については
、908の第1のAPの動作を参照されたい。これはここでは再びされない。
【０２８４】
　第1のAPのアクセス可能な隣接APが存在する場合、第1のAPは、前述の906および909を実
行して、アクセス可能な隣接APのサービス情報テーブルを更新し、第1のAPのアクセス可
能な隣接APが存在しない場合、第1のAPは、前述の906および909を実行する必要はないこ
とに留意されたい。
【０２８５】
　例示的に、サービス保守フレームを図29に示すことができ、長さ(length)は、変数であ
り、サービス保守フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０２８６】
　さらに任意選択で、第1のAPはさらに、別のアクセス可能な隣接APによって拡散された
サービス情報を保持することができ、図9aに示されるように、方法はさらに以下のステッ
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プを含み得る。
【０２８７】
　910. 第1のAPが、第2のAPから第3のサービス保守フレームを受信し、第3のサービス保
守フレームは保守状態および保守詳細情報を含む。
【０２８８】
　第3のサービス保守フレーム中の保守状態は第1の保守状態であってよく、それに対応し
て、保守詳細情報は、少なくとも1つのサービス情報を含む。
【０２８９】
　第3のサービス保守フレーム中の保守状態はまた、第2の保守状態であってよく、それに
対応して、保守詳細情報は、少なくとも1つのサービス保守項目を含み、サービス保守項
目は、BSSID、デバイス識別子、およびサービス識別子を含む。
【０２９０】
　911. 第1のAPが、第3のサービス保守フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブ
ルを更新する。
【０２９１】
　第3のサービス保守フレーム中の保守状態が第1の保守状態である場合、第1のAPは、第1
のAPのサービス情報テーブルに、第3のサービス保守フレームに含まれるサービス情報の
少なくとも1つを記録する。
【０２９２】
　第3のサービス保守フレーム中の保守状態が第2の保守状態である場合、第1のAPは、第3
のサービス保守フレーム中の第1のサービス保守項目に従って第1のAPのサービス情報テー
ブルに問い合わせ、一致した第1のサービス情報が存在する場合、すなわち、第1のAPのサ
ービス情報テーブル中の第1のサービス情報のBSSIDが、第3のサービス保守フレーム中の
第1のサービス保守項目のBSSIDと同じであり、第1のサービス情報のサービス識別子が、
第3のサービス保守フレーム中の第1のサービス保守項目のサービス識別子と同じであり、
第1のサービス情報のデバイス識別子が、第3のサービス保守フレーム中の第1のサービス
保守項目のデバイス識別子と同じである場合、第1のAPは、第1のAPのサービス情報テーブ
ルから第1のサービス情報を削除し、第3のサービス保守フレーム中に第2のサービス宣言
項目もある場合、第3のサービス保守フレーム中の第2のサービス保守項目に従って第1のA
Pのサービス情報テーブルに問い合わせ、一致した第2のサービス情報が存在する場合、第
1のAPは、第1のAPのサービス情報テーブルから第2のサービス情報を削除し、以下同様で
ある。
【０２９３】
　910および911は901から909のいずれか1つの前または後に実行され得ることを、当業者
は理解することができる。
【０２９４】
　本発明のこの実施形態で提供されるサービスを登録するための方法を採用することによ
って、第1のAPと関連付けられる第1のSTAは、第1のAPについてのサービス情報を宣言し、
または問い合わせることができ、第1のSTAは、別のデバイスの探索要求をチャネル上で定
期的に聴取する必要がなく、これによって、第1のSTAのリソース消費および電力消費を低
減し、第1のAPはさらに、ネットワーク中のアクセス可能な隣接APに、第1のAP上で宣言さ
れたデバイス情報およびサービス情報を拡散することができ、また、アクセス可能な隣接
APによって提供されるサービス情報を受信して、より広い範囲でサービス発見機能を提供
し、より豊富なサービス情報をユーザに提供することができ、これによって、サービス要
件に従ってネットワークを選択するユーザの要求を満たす。
【０２９５】
　図10は、本発明のある実施形態による、サービスを登録するためのさらに別の方法のフ
ローチャートである。この実施形態では、サービスを登録するための方法は、第1の局STA
によって実施される。図10に示されるように、方法は以下のステップを含む。
【０２９６】
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　1001. 第1の局STAが、第1のアクセスポイントAPにサービス告知要求フレームを送信し
、サービス告知要求フレームは、第1のSTAのデバイスアドレスおよび少なくとも1つのサ
ービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々はサービス名を含む。
【０２９７】
　第1のAPと関連付けられた後で、第1のSTAは、サービス告知要求フレームを第1のAPに送
信して、第1のAP上のサービスを登録することができる。
【０２９８】
　第1のSTAのデバイスアドレスは通常、第1のSTAのMACアドレスであり、第1のSTAのデバ
イスアドレスは通常、サービス告知要求フレームのヘッダで搬送される。
【０２９９】
　サービス告知要求フレームはさらに、第1のSTAのデバイス名、デバイス識別子、デバイ
ス能力、デバイス記述などを含み得る。第1のSTAのデバイス名は、たとえば、プリンター
およびテレビであってよく、または、たとえば、カフェNo.1およびチケットセンターNo.2
であってよい。第1のSTAのデバイス能力は、たとえば、Wi-Fi Directをサポートするまた
はBluetooth(登録商標)をサポートすることであってよく、能力パラメータがさらにデバ
イス能力で搬送されてよく、たとえば、Wi-Fi Directがサポートされる場合、直線距離が
搬送される。たとえば、
　デバイス名　デバイス能力
　プリンター　Wi-Fi Directをサポートする、Lである直線距離
　チケットセンターNo.2　ドアツードアサービスを提供する
【０３００】
　サービス宣言項目はさらに、サービス名に加えて、サービス記述を含み得る。たとえば
、前述のチケットセンターNo.2は以下のサービスを提供することができる。
　サービス名　サービス記述
　航空券予約　中国南方航空のみ
　鉄道乗車券予約　CRH乗車券のみ
　券の問合せ　3日以内
【０３０１】
　第1のSTAが複数のサービスを提供できる場合、第1のSTAは、第1のAP上の複数のサービ
スを一度に登録することができ、サービス告知要求フレームは複数のサービス宣言項目を
含む。第1のSTAはまた、第1のAP上のサービスを複数回登録することができ、すなわち、
第1のAP上の1つのサービスをその都度登録することができ、サービスを複数回登録するこ
とができる。この場合、サービス告知要求フレームは、その都度、1つのサービス宣言項
目のみを含む。
【０３０２】
　任意選択で、第1のSTAが第1のAP上のサービスを登録する場合、および第1のSTAのデバ
イス識別子が取得された後で、第1のSTAが第1のAP上のサービスを続いて登録する場合、
第1のSTAのデバイス識別子は、サービス告知要求フレームで搬送され得る。
【０３０３】
　例示的に、サービス告知要求フレームを図27に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知要求フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０３０４】
　1002. サービス告知応答フレームを第1のAPから受信し、サービス告知応答フレームは
、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサ
ービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確認応答項目は、サービス識別子および
サービス名を含む。
【０３０５】
　具体的には、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス宣言確認応
答項目は、
　第1のサービス宣言項目に対応する第1の宣言確認応答項目であって、第1のサービス宣
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言項目のサービス名および第1のサービス識別子を含む、第1の宣言確認応答項目を含み、
　第2のサービス宣言項目もある場合には、第2のサービス宣言項目に対応する第2の宣言
確認応答項目であって、第2のサービス宣言項目のサービス名および第2のサービス識別子
を含む、第2の宣言確認応答項目を含み、以下同様である。
【０３０６】
　任意選択で、サービス告知応答フレームはさらに、第1のSTAのデバイス名を含み得る。
【０３０７】
　例示的に、サービス告知応答フレームを図28に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０３０８】
　任意選択で、サービス告知応答フレームを受信した後で、第1のSTAは、サービス告知応
答フレームに従って、第1のSTAのデバイス識別子および各々のサービス宣言確認応答項目
を記録する。第1のSTAは、サービス宣言情報テーブルを保持することができ、サービス宣
言情報テーブルは、BSSID、デバイス識別子、サービス名、サービス識別子などを含む。
【０３０９】
　任意選択で、宣言されたサービスを第1のSTAが取り消す必要がある場合、第1のSTAは、
第1のAPにサービス保守フレームを送信して、宣言されたサービスのすべてまたは一部を
取り消すことができる。図10aに示されるように、方法はさらに以下のステップを含む。
【０３１０】
　1003. 第1のSTAが、第1のAPに第2のサービス保守フレームを送信し、第2のサービス保
守フレームは保守状態および保守詳細情報を含む。
【０３１１】
　具体的には、第1のSTAは、第2のサービス保守フレームを第1のAPに送信し、第2のサー
ビス保守フレーム中の保守状態は、第2の保守状態であり、保守詳細情報は、少なくとも1
つのサービス保守項目を含むので、第1のAPは、第2のサービス保守フレームに従って、第
1のAPのサービス情報テーブルを更新し、任意選択で、第2のサービス保守フレームを第2
のAPに転送し、サービス保守項目は、BSSID、デバイス識別子、およびサービス識別子を
含む。
【０３１２】
　任意選択で、第1のSTAは、少なくとも1つのサービス保守項目中の各サービス保守項目
に対応するサービス宣言情報を、サービス宣言情報テーブルから削除する。
【０３１３】
　任意選択で、サービス保守項目中のBSSIDおよびデバイス識別子は空であり得る。
【０３１４】
　任意選択で、第2のサービス保守フレーム中のサービス保守項目は空であることがあり
、これは、宣言されたすべてのサービスを第1のSTAが取り消す必要があることを表す。
【０３１５】
　任意選択で、第1のSTAが第1のAPから切断されると、第1のSTAは、サービス宣言情報テ
ーブルからすべてのサービス宣言情報を削除する。本発明のこの実施形態で提供されるサ
ービスを登録するための方法を採用することによって、第1のAPと関連付けられる第1のST
Aは、第1のAP上で、第1のSTAのデバイス情報およびサービス情報を宣言し、または取り消
すことができ、第1のAPは、サービス情報をユーザに提供し、これによって、サービス要
件に従ってネットワークを選択するユーザの要求を満たし、第1のSTAはまた、別のデバイ
スの探索要求をチャネル上で定期的に聴取する必要がなく、これによって、第1のSTAのリ
ソース消費および電力消費を減らす。
【０３１６】
　図11は、本発明のある実施形態による、サービスを登録するための第1のアクセスポイ
ントAPの概略的な構造図であり、第1のAPは、本発明の図8および図9に示される、サービ
スを登録するための方法を実施するように構成される。図11に示されるように、第1のAP
は、受信ユニット1101、第1の取得ユニット1102、第2の取得ユニット1103、記録ユニット
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1104、および送信ユニット1105を含む。
【０３１７】
　受信ユニット1101は、第1の局STAからサービス告知要求フレームを受信するように構成
され、サービス告知要求フレームは、第1のSTAのデバイスアドレスおよび少なくとも1つ
のサービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々はサービス名を含
む。
【０３１８】
　第1のSTAのデバイスアドレスは通常、第1のSTAの媒体アクセス制御MACアドレスであり
、第1のSTAのデバイスアドレスは通常、サービス告知要求フレームのヘッダで搬送される
。
【０３１９】
　サービス告知要求フレームはさらに、第1のSTAのデバイス名、デバイス能力、デバイス
記述などを含み得る。第1のSTAのデバイス名は、たとえば、プリンターおよびテレビであ
ってよく、または、たとえば、カフェNo.1およびチケットセンターNo.2であってよい。第
1のSTAのデバイス能力は、たとえば、Wi-Fi DirectをサポートするまたはBluetooth(登録
商標)をサポートすることであってよく、能力パラメータがさらにデバイス能力で搬送さ
れてよく、たとえば、Wi-Fi Directがサポートされる場合、直線距離が搬送される。たと
えば、
　デバイス名　デバイス能力
　プリンター　Wi-Fi Directをサポートする、Lである直線距離
　チケットセンターNo.2　ドアツードアサービスを提供する
【０３２０】
　サービス宣言項目はさらに、サービス名に加えて、サービス記述を含み得る。たとえば
、前述のチケットセンターNo.2は以下のサービスを提供することができる。
　サービス名　サービス記述
　航空券予約　中国南方航空のみ
　鉄道乗車券予約　CRH乗車券のみ
　券の問合せ　3日以内
【０３２１】
　例示的に、サービス告知要求フレームを図27に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知要求フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０３２２】
　第1の取得ユニット1102は、第1のSTAのデバイス識別子を取得するように構成される。
【０３２３】
　第1の取得ユニット1102は特に、
　第1のSTAのデバイスアドレスに従って、第1のAPのアドレス対応付けテーブルに問い合
わせ、このとき、アドレス対応付けテーブルが、デバイスアドレスとデバイス識別子との
対応付けを含み、
　第1のAPのアドレス対応付けテーブル中の1つの既存のアドレスの対応付けにおけるデバ
イスアドレスが、第1のSTAのデバイスアドレスと同じである場合に、既存のアドレスの対
応付けにおけるデバイス識別子、すなわち、第1のSTAのデバイス識別子を取得し、または
、
　第1のAPのアドレス対応付けテーブル中のいずれのアドレスの対応付けにおけるデバイ
スアドレスも、第1のSTAのデバイスアドレスと異なる場合に、デバイス識別子プールから
第1のSTAのデバイス識別子を割り振り、アドレス対応付けテーブルに、第1のSTAのデバイ
スアドレスと第1のSTAのデバイス識別子とのアドレスの対応付けを記録するように構成さ
れる。
【０３２４】
　たとえば、デバイスアドレスがMAC1であるチケットセンターNo.2はデバイス識別子DI-1
を有し、デバイスアドレスがMAC2であるプリンター1はデバイス識別子DI-2を有する。
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【０３２５】
　任意選択で、サービス告知要求フレームはさらに、第1のSTAのデバイス識別子を含み、
第1の取得ユニットは特に、サービス告知要求フレームから第1のSTAのデバイス識別子を
取得するようにさらに構成される。
【０３２６】
　第2の取得ユニット1103は、少なくとも1つのサービス宣言項目に従って、少なくとも1
つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス識別子を取得するように構成される。
【０３２７】
　第2の取得ユニット1103は特に、
　少なくとも1つのサービス宣言項目中の第1のサービス宣言項目のサービス名に従って、
第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせ、
　第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情報のいずれにおけるサービス名も、第1
のサービス宣言項目のサービス名と異なる場合に、第1のサービス宣言項目のサービス名
に従ってサービス識別子プールから第1のサービス識別子を割り振り、または、
　第1のAPのサービス情報テーブル中に存在する既存のサービス情報におけるあるサービ
ス名が、第1のサービス宣言項目のサービス名と同じであり、既存のサービス情報のBSSID
が第1のAPのMACアドレスと同じである場合に、既存のサービス情報のサービス識別子、す
なわち、第1のサービス宣言項目のサービス名に対応する第1のサービス識別子を取得する
ように構成される。
【０３２８】
　第2のサービス宣言項目もある場合、第2のサービス宣言項目のサービス名に対応する第
2のサービス識別子が取得され、以下同様である。
【０３２９】
　たとえば、サービス告知要求フレームは2つのサービス宣言項目を含み、第1のサービス
宣言項目は「航空券要約」であるサービス名を有し、第2のサービス宣言項目は「鉄道乗
車券予約」であるサービス名を有するので、第1のAPは、「航空券予約」に従ってサービ
ス識別子SI-1を取得し、そして、「鉄道乗車券予約」に従ってサービス識別子SI-2を取得
する。
【０３３０】
　記録ユニット1104が、第1のAPのサービス情報テーブルに、少なくとも1つのサービス宣
言項目に対応するサービス情報を記録するように構成され、サービス情報は、基本サービ
スセット識別子BSSID、デバイス識別子、サービス識別子、およびサービス宣言項目を含
む。
【０３３１】
　記録ユニット1104は特に、
　第1のサービス情報を取得することであって、第1のサービス情報が、第1のAPのMACアド
レス、第1のSTAのデバイス識別子、第1のサービス識別子、および第1のサービス宣言項目
を含むことと、
　第1のAPのサービス情報テーブルに第1のサービス情報を記録することと、
　第2のサービス宣言項目もある場合、第2のサービス情報を取得し、第2のサービス情報
を第1のAPのサービス情報テーブルに記録することとを行うように構成され、以下同様で
ある。
【０３３２】
　任意選択で、サービス情報はさらに、第1のSTAのデバイス名、第1のSTAのデバイス能力
、およびネットワークアクセスポリシーを含み得る。ネットワークアクセスポリシーは、
APが属しているBSS内部のアクセスポリシーを表すことがあり、または、特定のサービス
に対するアクセスポリシーであることがある。たとえば、AP1がパブリックネットワーク
中にあり、AP2がプライベートネットワーク中にあり、AP1は、AP2のアクセスポリシーに
従って、AP2が属しているプライベートネットワークにアクセスすることができる。
【０３３３】



(45) JP 6068630 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

　例示的に、サービス情報テーブルを図23に示すことができ、BSSIDは、サービス情報を
宣言するSTAと関連付けられるAPのMACアドレス、たとえば、この実施形態では第1のAPのM
ACアドレスである。
【０３３４】
　送信ユニット1105は、サービス告知応答フレームを第1のSTAに返すように構成され、サ
ービス告知応答フレームは、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサービス宣
言項目に対応するサービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確認応答項目はサー
ビス識別子およびサービス名を含む。
【０３３５】
　少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス宣言確認応答項目は、
　第1のサービス宣言項目に対応する第1の宣言確認応答項目であって、第1のサービス宣
言項目のサービス名および第1のサービス識別子を含む、第1の宣言確認応答項目を含み、
　第2のサービス宣言項目もある場合には、第2のサービス宣言項目に対応する第2の宣言
確認応答項目であって、第2のサービス宣言項目のサービス名および第2のサービス識別子
を含む、第2の宣言確認応答項目を含み、以下同様である。
【０３３６】
　任意選択で、サービス告知応答フレームはさらに、第1のSTAのデバイス名を含み得る。
【０３３７】
　例示的に、サービス告知応答フレームを図28に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０３３８】
　さらに、任意選択で、図11aに示されるように、第1のAPはさらに保守ユニット1106を含
み、
　保守ユニット1106は、第1のサービス保守フレームを生成するように構成され、第1のサ
ービス保守フレームは、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応する、第1の保守
状態およびサービス情報を含む。
【０３３９】
　送信ユニット1105はさらに、第2のAPが第2のAPのサービス情報テーブルを更新するよう
に、第1のサービス保守フレームを第2のAPに送信するように構成される。
【０３４０】
　サービス情報は、BSSID、デバイス識別子、サービス識別子、およびサービス宣言項目
を含む。
【０３４１】
　第2のAPは、第1のAPのアクセス可能な隣接APである。
【０３４２】
　少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス情報は、
　第1のサービス宣言項目に対応する第1のサービス情報を含み、
　第2のサービス宣言項目もある場合、第2のサービス宣言項目に対応する第2のサービス
情報を含み、以下同様である。
【０３４３】
　受信ユニット1101はさらに、第1のSTAから第2のサービス保守フレームを受信するよう
に構成され、第2のサービス保守フレームは第2の保守状態および少なくとも1つのサービ
ス保守項目を含み、少なくとも1つのサービス保守項目の各々は、BSSID、デバイス識別子
、およびサービス識別子を含む。
【０３４４】
　それに対応して、保守ユニット1106はさらに、第2のサービス保守フレームに従って、
第1のAPのサービス情報テーブルを更新するように構成される。
【０３４５】
　第1のAPのアクセス可能な隣接APが存在する場合、保守ユニット1106はさらに、第2のAP
が第2のAPのサービス情報テーブルを更新するように、第2のサービス保守フレームを第2
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のAPに転送するように構成される。
【０３４６】
　保守ユニット1106は特に、少なくとも1つのサービス保守項目中の第1のサービス保守項
目に従って第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせ、一致した第1のサービス情報が
存在する場合、すなわち、第1のAPのサービス情報テーブル中の第1のサービス情報のBSSI
Dが、第1のサービス保守項目のBSSIDと同じであり、第1のサービス情報のサービス識別子
が、第1のサービス保守項目のサービス識別子と同じであり、第1のサービス情報のデバイ
ス識別子が、第1のサービス保守項目のデバイス識別子と同じである場合、第1のAPのサー
ビス情報テーブルから第1のサービス情報を削除するように構成される。
【０３４７】
　第2のサービス宣言項目もある場合、第1のAPのサービス情報テーブルは、第2のサービ
ス保守項目に従って問い合わされ、一致した第2のサービス情報が存在する場合、第2のサ
ービス情報は、第1のAPのサービス情報テーブルから削除され、以下同様である。
【０３４８】
　さらに任意選択で、第2のサービス保守フレームのサービス保守項目中のBSSIDおよびデ
バイス識別子は空であることがあり、保守ユニット1106はさらに、BSSID、すなわち、第1
のAPのMACアドレス、およびデバイス識別子、すなわち、第1のSTAのデバイス識別子を取
得し、第1のAPのMACアドレス、第1のSTAのデバイス識別子、および第2のサービス保守フ
レーム中の第1のサービス保守項目のサービス識別子に従って、第1のAPのサービス情報テ
ーブルに問い合わせ、一致した第1のサービス情報が存在する場合、すなわち、第1のサー
ビス情報のBSSIDが、第1のAPのMACアドレスと同じであり、第1のサービス情報のサービス
識別子が、第2のサービス保守フレーム中の第1のサービス保守項目のサービス識別子と同
じであり、第1のサービス情報のデバイス識別子が、第1のSTAのデバイス識別子と同じで
ある場合、第1のAPのサービス情報テーブルから第1のサービス情報を削除し、第2のサー
ビス保守項目がさらに第2のサービス保守フレーム中に存在する場合、第1のAPのMACアド
レス、第1のSTAのデバイス識別子、および第2のサービス保守フレーム中の第2のサービス
保守項目のサービス識別子に従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせ、一
致した第2のサービス情報が存在する場合、第1のAPのサービス情報から第2のサービス情
報を削除するように構成され、以下同様である。
【０３４９】
　保守ユニット1106はさらに、第1のSTAが切断されたことが感知されると、第1のSTAによ
って第1のAP上で宣言されたすべてのサービスを取り消すように構成される。
【０３５０】
　具体的には、保守ユニット1106は、BSSID、すなわち、第1のAPのMACアドレス、および
デバイス識別子、すなわち、第1のSTAのデバイス識別子を取得し、第1のAPのMACアドレス
および第1のSTAのデバイス識別子に従って第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせ
、BSSIDが第1のAPのMACアドレスと同じでありデバイス識別子が第1のSTAのデバイス識別
子と同じであるすべてのサービス情報を、第1のAPのサービス情報テーブルから削除する
ように構成される。
【０３５１】
　保守ユニット1106は、第1の取得ユニット402を使用することによって、第1のSTAのデバ
イス識別子を取得することができる。
【０３５２】
　受信ユニット1101はさらに、第2のAPから第3のサービス保守フレームを受信するように
構成され、第3のサービス保守フレームは保守状態および保守詳細情報を含む。
【０３５３】
　それに対応して、保守ユニット1106はさらに、第3のサービス保守フレームに従って、
第1のAPのサービス情報テーブルを更新するように構成される。
【０３５４】
　第3のサービス保守フレーム中の保守状態は第1の保守状態であってよく、それに対応し
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て、保守詳細情報は、少なくとも1つのサービス情報を含む。
【０３５５】
　第3のサービス保守フレーム中の保守状態は第2の保守状態であることもあり、それに対
応して、保守詳細情報は、少なくとも1つのサービス保守項目を含む。
【０３５６】
　保守ユニット1106は特に、
　第3のサービス保守フレーム中の保守状態が第1の保守状態である場合、第1のAPのサー
ビス情報テーブルに、第3のサービス保守フレームに含まれるサービス情報の少なくとも1
つを記録し、または、
　第3のサービス保守フレーム中の保守状態が第2の保守状態である場合、第3のサービス
保守フレーム中の第1のサービス保守項目に従って第1のAPのサービス情報テーブルに問い
合わせ、一致した第1のサービス情報が存在する場合、すなわち、第1のAPのサービス情報
テーブル中の第1のサービス情報のBSSIDが、第3のサービス保守フレーム中の第1のサービ
ス保守項目のBSSIDと同じであり、第1のサービス情報のサービス識別子が、第3のサービ
ス保守フレーム中の第1のサービス保守項目のサービス識別子と同じであり、第1のサービ
ス情報のデバイス識別子が、第3のサービス保守フレーム中の第1のサービス保守項目のデ
バイス識別子と同じである場合、第1のAPのサービス情報テーブルから第1のサービス情報
を削除し、第3のサービス保守フレーム中に第2のサービス宣言項目もある場合、第3のサ
ービス保守フレーム中の第2のサービス保守項目に従って第1のAPのサービス情報テーブル
に問い合わせ、一致した第2のサービス情報が存在する場合、第1のAPのサービス情報テー
ブルから第2のサービス情報を削除するように構成され、以下同様である。
【０３５７】
　例示的に、サービス保守フレームを図29に示すことができ、長さ(length)は、変数であ
り、サービス保守フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０３５８】
　任意選択で、第1のAPはさらに、デバイス識別子およびサービス識別子を再利用するよ
うに構成される、識別子再利用ユニットを含む。
【０３５９】
　識別子再利用ユニットは特に、宣言されたすべてのサービスを第1のSTAが取り消した場
合に、第1のSTAに割り振られたデバイス識別子をデバイス識別子プールへと再利用し、他
のSTAが、サービス識別子に対応し第1のSTAによって取り消されるサービスを提供しない
場合、サービス識別子をサービス識別子プールへと再利用するように構成される。
【０３６０】
　第1のAPはさらに、ワイヤレス信号を送信し受信するように構成されるアンテナを含み
、アンテナは受信ユニット1101および送信ユニット1105に接続されることに留意されたい
。
【０３６１】
　図12は、本発明のある実施形態による、サービスを登録するための第1の局STAの概略的
な構造図であり、第1のSTAは、本発明の図10に示される、サービスを登録するための方法
を実施するように構成される。図12に示されるように、第1のSTAは、送信ユニット1201、
受信ユニット1202、および記録ユニット1203を含む。
【０３６２】
　送信ユニット1201は、第1のAPにサービス告知要求フレームを送信するように構成され
、サービス告知要求フレームは、第1のSTAのデバイスアドレスおよび少なくとも1つのサ
ービス宣言項目を含み、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々はサービス名を含む。
【０３６３】
　第1のAPと関連付けられた後で、第1のSTAは、サービス告知要求フレームを第1のAPに送
信して、第1のAP上のサービスを登録することができる。
【０３６４】
　第1のSTAのデバイスアドレスは通常、第1のSTAの媒体アクセス制御MACアドレスであり
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、第1のSTAのデバイスアドレスは通常、サービス告知要求フレームのヘッダで搬送される
。
【０３６５】
　サービス告知要求フレームはさらに、第1のSTAのデバイス名、デバイス能力、デバイス
記述などを含み得る。第1のSTAのデバイス名は、たとえば、プリンターおよびテレビであ
ってよく、または、たとえば、カフェNo.1およびチケットセンターNo.2であってよい。第
1のSTAのデバイス能力は、たとえば、Wi-Fi DirectをサポートするまたはBluetooth(登録
商標)をサポートすることであってよく、能力パラメータがさらにデバイス能力で搬送さ
れてよく、たとえば、Wi-Fi Directがサポートされる場合、直線距離が搬送される。たと
えば、
　デバイス名　デバイス能力
　プリンター　Wi-Fi Directをサポートする、Lである直線距離
　チケットセンターNo.2　ドアツードアサービスを提供する
【０３６６】
　サービス宣言項目はさらに、サービス名に加えて、サービス記述を含み得る。たとえば
、前述のチケットセンターNo.2は以下のサービスを提供することができる。
　サービス名　サービス記述
　航空券予約　中国南方航空のみ
　鉄道乗車券予約　CRH乗車券のみ
　券の問合せ　3日以内
【０３６７】
　第1のSTAが複数のサービスを提供できる場合、第1のSTAは、第1のAP上の複数のサービ
スを一度に登録することができ、サービス告知要求フレームは複数のサービス宣言項目を
含む。第1のSTAはまた、第1のAP上のサービスを複数回登録することができ、すなわち、
第1のAP上の1つのサービスをその都度登録することができ、サービスを複数回登録するこ
とができる。この場合、サービス告知要求フレームは、その都度、1つのサービス宣言項
目のみを含む。
【０３６８】
　例示的に、サービス告知要求フレームを図27に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知要求フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０３６９】
　受信ユニット1202は、サービス告知応答フレームを第1のAPから受信するように構成さ
れ、サービス告知応答フレームは、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサー
ビス宣言項目の各々に対応するサービス宣言確認応答項目とを含み、サービス宣言確認応
答項目はサービス識別子およびサービス名を含む。
【０３７０】
　少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス宣言確認応答項目は、
　第1のサービス宣言項目に対応する第1の宣言確認応答項目であって、第1のサービス宣
言項目のサービス名および第1のサービス識別子を含む、第1の宣言確認応答項目を含み、
　第2のサービス宣言項目もある場合には、第2のサービス宣言項目に対応する第2の宣言
確認応答項目であって、第2のサービス宣言項目のサービス名および第2のサービス識別子
を含む、第2の宣言確認応答項目を含み、以下同様である。
【０３７１】
　任意選択で、サービス告知応答フレームはさらに、第1のSTAのデバイス名を含み得る。
【０３７２】
　例示的に、サービス告知応答フレームを図28に示すことができ、長さ(length)は、変数
であり、サービス告知応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために使用される。
【０３７３】
　記録ユニット1203は、サービス告知応答フレームに従って、第1のSTAのデバイス識別子
および各々のサービス宣言確認応答項目を記録するように構成される。
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【０３７４】
　第1のSTAは、サービス宣言情報テーブルを保持することができ、サービス宣言情報テー
ブルは、BSSID、デバイス識別子、サービス名、サービス識別子などを含む。
【０３７５】
　記録ユニット1203は特に、BSSID、すなわち、第1のAPのMACアドレス、第1のSTAのデバ
イス識別子、第1の宣言確認応答項目のサービス名、および第1のサービス識別子を、サー
ビス宣言情報テーブルに記録し、第2のサービス宣言項目も存在する場合、BSSID、すなわ
ち、第1のAPのMACアドレス、第1のSTAのデバイス識別子、第2の宣言確認応答項目のサー
ビス名、および第2のサービス識別子を記録するように構成され、以下同様である。
【０３７６】
　さらに、任意選択で、図12aに示されるように、第1のSTAはさらに情報保守ユニット120
4を含む。
【０３７７】
　送信ユニット1201はさらに、第1のAPに第2のサービス保守フレームを送信するように構
成され、第2のサービス保守フレームは保守状態および保守詳細情報を含む。
【０３７８】
　具体的には、送信ユニット1201は、第2のサービス保守フレームを第1のAPに送信するよ
うに構成され、第2のサービス保守フレーム中の保守状態は、第2の保守状態であり、保守
詳細情報は、少なくとも1つのサービス保守項目を含むので、第1のAPは、第2のサービス
保守フレームに従って、第1のAPのサービス情報テーブルを更新し、任意選択で、第2のサ
ービス保守フレームを第2のAPに転送し、サービス保守項目は、BSSID、デバイス識別子、
およびサービス識別子を含む。
【０３７９】
　サービス保守項目中のBSSIDおよびデバイス識別子は空であり得る。
【０３８０】
　情報保守ユニット1204は、サービス宣言情報テーブルから取り消されるべきサービス宣
言情報を削除するように構成され、具体的には、情報保守ユニット1204は、第2のサービ
ス保守フレーム中の少なくとも1つのサービス保守項目から、各サービス保守項目に対応
するサービス宣言情報を削除するように構成される。
【０３８１】
　任意選択で、情報保守ユニット1204はさらに、第1のSTAが第1のAPから切断されると、
サービス宣言情報テーブル中のすべてのサービス宣言情報を削除するように構成される。
【０３８２】
　第1のSTAはさらに、ワイヤレス信号を送信し受信するように構成されるアンテナを含み
、アンテナは受信ユニット1201および送信ユニット1202に接続されることに留意されたい
。
【０３８３】
　図13は、本発明のある実施形態による、サービスを登録するためのシステムの概略的な
構造図である。システムは、本発明の図11に示される第1のアクセスポイントAPおよび本
発明の図12に示される第1の局STAを含む。
【０３８４】
　任意選択で、図13aに示されるように、システムはさらに第2のAPを含み得る。それに対
応して、第1のAPが本発明の図11aに示されており、第1のSTAが図12aに示されている。
【０３８５】
　第1のAPと第2のAPとの間で通信が実行され得る限り、第2のAPは、ワイヤレスに第1のAP
によって到達可能であってよく、さらに、有線の方式で第1のAPによって到達可能であっ
てよく、これは本発明では限定されない。
【０３８６】
　第1のAPの複数のアクセス可能な隣接APが存在することがあり、すなわち、図13aに示さ
れるように、複数の第2のAPが存在することがあり、2つの第2のAPが図13aに概略的に示さ
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れていることに留意されたい。
【０３８７】
　図14は、本発明のある実施形態による、サービスを登録する際の情報の授受の概略図で
ある。本発明の実施形態で提供されるサービスを登録するための方法はさらに、図13aに
示されるシステムに基づいて導入される。図14に示されるように、サービスを登録するた
めの方法は以下のステップを含む。
【０３８８】
　1401. 第1の局STAが、第1のアクセスポイントAPにサービス告知要求フレームを送信し
、サービス告知要求フレームは、第1のSTAのデバイスアドレスおよび少なくとも1つのサ
ービス宣言項目を含む。
【０３８９】
　ここでは再び説明されない詳細については、本発明の実施形態のステップ1001を参照さ
れたい。
【０３９０】
　1402. サービス告知要求フレームを受信した後で、第1のAPが、デバイス識別子および
サービス識別子を取得し、対応するサービス情報を第1のAPのサービス情報テーブルに記
録する。
【０３９１】
　具体的には、第1のAPは、第1のSTAのデバイスアドレスに従って第1のSTAのデバイス識
別子を取得し、少なくとも1つのサービス宣言項目に従って、少なくとも1つのサービス宣
言項目の各々に対応するサービス識別子を取得し、第1のAPのサービス情報テーブルに、
少なくとも1つのサービス宣言項目に対応するサービス情報を記録し、サービス情報は、
基本サービスセット識別子BSSID、デバイス識別子、サービス識別子、およびサービス宣
言項目を含む。
【０３９２】
　ここでは再び説明されない詳細については、本発明の実施形態のステップ802および803
を参照されたい。
【０３９３】
　1403. 第1のAPが、サービス告知応答フレームを第1のSTAに返し、サービス告知応答フ
レームは、第1のSTAのデバイス識別子と、少なくとも1つのサービス宣言項目に対応する
サービス宣言確認応答項目とを含む。
【０３９４】
　サービス宣言確認応答項目は、サービス識別子およびサービス名を含む。
【０３９５】
　ここでは再び説明されない詳細については、本発明の実施形態のステップ805を参照さ
れたい。
【０３９６】
　1404. 第1のAPが、第1のサービス保守フレームを第2のAPに送信し、第2のAPが第2のAP
のサービス情報テーブルを更新するように、第1のサービス保守フレームは、保守状態お
よび保守詳細情報を含み、第1のサービス保守フレーム中の保守状態は、第1の保守状態で
あり、保守詳細情報は、少なくとも1つのサービス宣言項目の各々に対応するサービス情
報を含む。
【０３９７】
　ここでは再び説明されない詳細については、本発明の実施形態のステップ906を参照さ
れたい。
【０３９８】
　1405. 第1のサービス保守フレームを受信した後で、第2のAPが、第1のサービス保守フ
レームに従って、第2のAPのサービス情報テーブルを更新する。
【０３９９】
　第2のAPは、第1のサービス保守フレーム中の保守状態が第1の保守状態であることに従
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って、第1のサービス保守フレームに含まれるサービス情報を、第2のAPのサービス情報テ
ーブルに記録する。
【０４００】
　ここでは再び説明されない詳細については、本発明の実施形態のステップ906を参照さ
れたい。
【０４０１】
　1406. 宣言されたサービスを第1のSTAが取り消す必要がある場合、第1のSTAが、第2の
サービス保守フレームを第1のAPに送信する。
【０４０２】
　第2のサービス保守フレームは、第2の保守状態および少なくとも1つのサービス保守項
目を含み、少なくとも1つのサービス保守項目の各々は、BSSID、デバイス識別子、および
サービス識別子を含み、サービス識別子は、第1のSTAによって宣言されたサービスを識別
する。
【０４０３】
　ここでは再び説明されない詳細については、本発明の実施形態のステップ1003を参照さ
れたい。
【０４０４】
　1407. 第2のサービス保守フレームを受信した後で、第1のAPが、第1のAPのサービス情
報テーブルを更新する。
【０４０５】
　具体的には、第1のAPが、第2のサービス保守フレーム中のサービス保守項目に従って、
第1のAPのサービス情報テーブルを更新する。
【０４０６】
　ここでは再び説明されない詳細については、本発明の実施形態のステップ908を参照さ
れたい。
【０４０７】
　1408. 第1のAPが、第2のサービス保守フレームを第2のAPに転送する。
【０４０８】
　ここでは再び説明されない詳細については、本発明の実施形態のステップ909を参照さ
れたい。
【０４０９】
　1409. 第2のサービス保守フレームを受信した後で、第2のAPが、第2のAPのサービス情
報テーブルを更新する。
【０４１０】
　第2のAPが第2のAPのサービス情報テーブルを更新する間の処理は、第1のAPが第1のAPの
サービス情報テーブルを更新する間の処理と同じである。詳細については、本発明の実施
形態のステップ908で、第1のAPが第1のAPのサービス情報テーブルを更新する間の処理を
参照されたい。
【０４１１】
　本発明のこの実施形態で提供されるサービスを登録する技術的な解決法を採用すること
によって、第1のAPと関連付けられる第1のSTAは、第1のAPのサービス情報を宣言し、また
は取り消すことができ、第1のSTAは、別のデバイスの探索要求をチャネル上で定期的に聴
取する必要がなく、これによって、第1のSTAのリソース消費および電力消費を低減し、第
1のAPはさらに、ネットワーク中のアクセス可能な隣接APに、第1のAP上で宣言されたデバ
イス情報およびサービス情報を拡散することができ、また、アクセス可能な隣接APによっ
て提供されるサービス情報を受信して、より広い範囲でサービス発見機能を提供し、より
豊富なサービス情報をユーザに提供することができ、これによって、サービス要件に従っ
てネットワークを選択するユーザの要求を満たす。その上、AP上で保持されるサービス情
報は、認証されAPに関連付けられるSTAにより公開されたものであるので、セキュリティ
が確保され、サービスの信頼性がさらに確保される。
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【０４１２】
　本発明の実施形態で提供されるサービスを登録して発見する技術的な解決法に基づいて
、本発明では、APはさらに、直接関連付けサービスを提供するSTAを発見しSTA間の直接通
信を管理するためのプロキシとして機能し得る。本発明のこの実施形態では、デバイス能
力が「WiFi Directをサポートする」である例が使用されるが、本発明の実施形態はまた
、本発明では限定されないBluetooth(登録商標)などの他の技術を使用することによって
、直接関連付けサービスに適用可能であることに留意されたい。
【０４１３】
　本発明のこの実施形態では、STAは、サービス要求状態を含む直接関連付けサービス要
求フレームを使用することによって、APから直接関連付けサービスを取得すること、また
は、直接関連付けサービスをオフにすることを要求できることに留意されたい。サービス
要求状態は、第1の要求状態および第2の要求状態を含み、たとえば、第1の要求状態は有
効(enbale)と呼ばれることがあり、第2の要求状態は無効(disable)と呼ばれることがある
。直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス要求状態が第1の要求状態である場合
、それは、STAが直接関連付けサービスの取得を要求することを表し、サービス要求状態
が第2の要求状態である場合、それは、STAが直接関連付けサービスをオフにするのを要求
することを表す。サービス要求状態は、文字列によって識別されてよく、たとえば、enab
leは第1の要求状態を表し、disableは第2の要求状態を表す。サービス要求状態はまた、
数字によって識別されてよく、たとえば、1は第1の要求状態を表し、0は第2の要求状態を
表す。サービス要求状態の識別は本発明では限定されない。
【０４１４】
　図15Aおよび図15Bは、本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを管理する
ための方法のフローチャートである。この実施形態では、直接関連付けサービスを管理す
るための方法は、第1のアクセスポイントAPによって実施される。図15Aおよび図15Bに示
されるように、方法は以下のステップを含む。
【０４１５】
　1501. 第1のアクセスポイントAPが、第1の局STAによって送信される直接関連付けサー
ビス要求フレームを受信し、直接関連付けサービス要求フレームはサービス要求状態およ
びサービス名を含む。
【０４１６】
　サービス要求状態が第1の要求状態である場合、第1のAPはステップ1502から1507を実行
し、サービス要求状態が第2の要求状態である場合、第1のAPはステップ1508および1509を
実行する。
【０４１７】
　直接関連付けサービス要求フレームはさらに、デバイス名を含み得る。
【０４１８】
　例示的に、直接関連付けサービス要求フレームを図30に示すことができ、長さ(length)
は、変数であり、直接関連付けサービス要求フレーム中の動作の詳細の長さを表すために
使用される。
【０４１９】
　この実施形態では、走査を通じて利用可能なAPを取得し、利用可能なAPのサービス要覧
情報を取得した後で、第1のSTAは、サービス要覧情報に従って、第1のAPから直接関連付
けサービスを要求することができる。
【０４２０】
　直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名は、サービス識別子であってもよく
、たとえば、サービス識別子がグローバルに不変の方式で割り振られる場合、直接関連付
けサービスはサービス識別子に従って要求され得る。本発明のこの実施形態では、サービ
ス名が説明のための例として使用されるが、本発明に対する限定を何ら構成するものでは
ない。
【０４２１】
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　1502. 第1のAPが、第2のSTAのデバイスアドレスを取得する。
【０４２２】
　具体的には、第1のAPが、直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名に従って
、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせる。
【０４２３】
　第1のAPのサービス情報テーブル中のサービス情報のいずれにおけるサービス名も、第1
の直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と異なる場合、直接関連付け要求は
失敗し、直接関連付けサービスを取得する処理は終了する。
【０４２４】
　第1のAPのサービス情報テーブル中に存在する既存のサービス情報中のサービス名が、
直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じであり、既存のサービス情報中
のデバイス能力が、Wi-Fi Directをサポートしている場合、既存のサービス情報のデバイ
ス識別子、すなわち、第2のSTAのデバイス識別子が取得され、それ以外の場合、直接関連
付け要求は失敗し、直接関連付けサービスを取得する処理は終了する。
【０４２５】
　第2のSTAのデバイスアドレスは、第2のSTAのデバイス識別子に従って取得される。
【０４２６】
　任意選択で、直接関連付けサービス要求フレームが、デバイス名を含み、直接関連付け
サービス要求フレーム中のデバイス識別子、すなわち、第2のSTAのデバイス識別子も取得
され得る場合、第2のSTAのデバイス識別子に従って、第2のSTAのデバイスアドレスも取得
され得る。
【０４２７】
　直接関連付けサービスはデバイス間の距離についての要件を有するので、デバイス関連
付けサービスは、第1のAPと関連付けられるSTAのみによって提供される。第1のAPが第1の
APのサービス情報テーブルに問い合わせるとき、BSSIDが第1のAPのMACアドレスと同じで
あることがさらに満たされる必要がある。
【０４２８】
　第1のAPが第2のSTAのデバイス識別子に従って第2のSTAのデバイスアドレスを取得する
ことは特に、第1のAPによって、第2のSTAのデバイス識別子に従って第1のAPのアドレス対
応付けテーブルに問い合わせるステップと、第2のSTAのデバイスアドレスを取得するステ
ップとを含み、アドレス対応付けテーブルは、デバイスアドレスとデバイス識別子との対
応付けを含む。
【０４２９】
　1503. 第1のAPが、第2のSTAのデバイスアドレスに従って、第1のSTAと第2のSTAとの間
の距離を調査する。
【０４３０】
　1504. 第1のSTAと第2のSTAとの間の距離が直線距離よりも長い場合、直接関連付け要求
は失敗し、直接関連付けサービスを取得する処理は終了する。
【０４３１】
　1505. 第1のSTAと第2のSTAとの間の距離が直線距離よりも長くない場合、第1のAPが、
第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに問い合わせる。
【０４３２】
　直線距離は、第1のAPで事前に設定された距離であってよく、または、第2のSTAによっ
て宣言されたデバイス能力で搬送されてよい。その方式は本発明では限定されない。
【０４３３】
　直接関連付けサービス管理テーブルは、サービス名およびグループアドレスを含み、さ
らに、チャネル情報、グループ識別子、サービス識別子、およびデバイス名を含み得る。
【０４３４】
　例示的に、直接関連付けサービス管理テーブルが図31に示され得る。
【０４３５】
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　グループアドレスは通常、直接関連付けサービスを提供するSTAのデバイスアドレスで
ある。
【０４３６】
　1506. 既存の直接関連付けサービス管理情報の1つが第1のAPの直接関連付けサービス管
理テーブルの中に存在し、既存の直接関連付けサービス管理情報中のサービス名が直接関
連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じであり、既存の直接関連付けサービス
管理情報中のグループアドレスが第2のSTAのデバイスアドレスと同じである場合に、第1
のAPが、第1のSTAに直接関連付けサービス応答フレームを送信する。
【０４３７】
　直接関連付けサービス応答フレームは、既存の直接関連付けサービス管理情報中のグル
ープアドレスを含み、さらに、グループ識別子およびチャネル情報を含み得る。
【０４３８】
　1507. それ以外の場合、第1のAPが、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに第
1の直接関連付けサービス管理情報を記録し、第1の直接関連付けサービス管理情報は、直
接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名および第2のSTAのデバイスアドレスを含
み、第1のSTAに直接関連付けサービス応答フレームを送信する。
【０４３９】
　直接関連付けサービス応答フレームは、第2のSTAのデバイスアドレスを含む。
【０４４０】
　第1のAPは、第1のSTAに直接関連付けサービス応答フレームを送信し、直接関連付けサ
ービス応答フレームは、第1のSTAおよび第2のSTAが直接関連付けサービスを確立すること
を示すために使用される。しかしながら、第1のSTAは、第2のSTAに対する直接関連付けサ
ービスを確立するかどうかを判断することができ、または、第1のSTAおよび第2のSTAは、
直接関連付けサービスを確立するかどうかを、ネゴシエーションを通じて判定する。
【０４４１】
　第1のAPはさらに、直接通信のために使用されるワイヤレスチャネルを第1のSTAに割り
振ることができる。第1の直接関連付けサービス管理情報はさらに第1のチャネル情報を含
んでよく、第1のチャネル情報は、第1のAPによって第1のSTAに割り振られ直接通信のため
に使用される、ワイヤレスチャネルについての情報を含み、第1の直接関連付けサービス
応答フレームはさらに、第1のチャネル情報を含む。
【０４４２】
　第1のAPはさらに、第1のグループ識別子を直接関連付けサービス要求に割り振ることが
でき、第1のグループ識別子は第2のSTAのデバイスアドレスに対応し、それに対応して、
第1の直接関連付けサービス管理情報はさらに、第1のグループ識別子を含んでよく、直接
関連付けサービス応答フレームはさらに、第1のグループ識別子を含む。
【０４４３】
　1つのグループ識別子は同じサービスを提供する複数のSTAのデバイスアドレスに対応し
得ることに留意されたい。
【０４４４】
　例示的に、直接関連付けサービス応答フレームを図32に示すことができ、長さ(length)
は、変数であり、直接関連付けサービス応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために
使用される。
【０４４５】
　ワイヤレス信号は互いに容易に干渉し、ワイヤレスチャネルリソースは限られているの
で、第1のAPは、直接関連付けサービスのチャネル情報を割り振り、これによって、STA間
の直接通信と、第1のAPが位置するチャネルの信号との相互の干渉を回避し、通信品質を
確保する。第1のAPがチャネルを割り振らず、STA間の直接通信が、特定のチャネル、たと
えば、Wi-Fi Direct技術で現在使用されている2.4Gのチャネル1、6、または11で実行され
得ること、または、STAがネゴシエーションを実行して直接関連付けサービスを確立する
ためのチャネルを選択し得ることも、可能である。その方式は本発明では限定されない。
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【０４４６】
　直接関連付けサービス応答フレームを受信した後で、第1のSTAは、直接関連付けサービ
ス応答フレームから、グループアドレスおよびチャネル情報を取得し、対応するチャネル
上で、第2のSTAに対する直接関連付けを確立してデータ授受をさらに実行することができ
る。
【０４４７】
　特定の実装形態では、直接関連付けサービス応答フレームによって表されるような、要
求が成功したかまたは失敗したかを区別するための複数の方式があってよいことに留意さ
れたい。状態識別子がさらに、直接関連付けサービス応答フレームに含まれてよく、たと
えば、状態識別子が0である場合、それは要求が失敗したことを表し、状態識別子が1であ
る場合、それは要求が成功したことを表す。直接関連付けサービス応答フレーム中のグル
ープ識別子も表現のために使用されてよく、たとえば、グループ識別子が-1である場合、
それは要求が失敗したことを表す。また、直接関連付けサービス応答フレーム中の長さが
0である場合、すなわち、グループ識別子、グループアドレス、およびチャネル情報がす
べて空である場合、要求が失敗したことを表す。この方式は本発明のこの実施形態では限
定されない。
【０４４８】
　サービス要求状態が第2の要求状態である場合、第1のAPは、以下のステップ1508および
1509を実行する。
【０４４９】
　1508. 第1のAPが、直接関連付けサービス要求フレームに従って、第1のAPの直接関連付
けサービス管理テーブルに問い合わせる。
【０４５０】
　直接関連付けサービス管理テーブルは、サービス名およびグループアドレスを含み、さ
らに、チャネル情報、グループ識別子、およびデバイス識別子を含み得る。
【０４５１】
　グループアドレスは通常、直接関連付けサービスを提供するSTAのデバイスアドレスで
ある。
【０４５２】
　1509. 既存の直接関連付けサービス管理情報の1つが第1のAPの直接関連付けサービス管
理テーブルの中に存在し、既存の直接関連付けサービス管理情報中のサービス名が第2の
直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じであり、既存の直接関連付けサ
ービス管理情報中のグループアドレスが第1のSTAのデバイスアドレスと同じである場合に
、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルから、既存の直接関連付けサービス管理
情報を削除する。
【０４５３】
　任意選択で、第1のAPは、既存の直接関連付けサービス管理情報中のグループ識別子を
グループ識別子プールへと再利用し、既存の直接関連付けサービス管理情報中のチャネル
情報に対応するチャネルリソースを再利用することができる。
【０４５４】
　任意選択で、直接関連付けサービス管理テーブルを更新した後で、第1のAPは、確認応
答メッセージ、たとえば、ACK(肯定応答、affirmative acknowledgement)メッセージまた
はNACK(否定応答、negative acknowledgement)メッセージを第1のSTAに返すことができる
。
【０４５５】
　図16は、本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを取得するための方法の
フローチャートである。この実施形態では、直接関連付けサービスを取得するための方法
は、第1の局STAによって実施される。図16に示されるように、方法は以下のステップを含
む。
【０４５６】
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　1601. 第1の局STAが、第1のアクセスポイントAPに直接関連付けサービス要求フレーム
を送信し、直接関連付けサービス要求フレームはサービス要求状態およびサービス名を含
む。
【０４５７】
　直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名は、サービス識別子であってもよく
、たとえば、サービス識別子がグローバルに不変である場合、直接関連付けサービスはサ
ービス識別子に従って要求され得る。本発明のこの実施形態では、サービス名が説明のた
めの例として使用されるが、本発明に対する限定を何ら構成するものではない。
【０４５８】
　直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス要求状態が第1の要求状態である場合
、直接関連付けサービス要求フレームは、第1のSTAが第1のAPから直接関連付けサービス
を取得することを要求するために使用される。走査を通じて利用可能なAPを取得し、利用
可能なAPのサービス要覧情報を取得した後で、第1のSTAは、サービス識別子に従って、第
1のAPから直接関連付けサービスを要求する。
【０４５９】
　任意選択で、本発明の図5に示されるサービスを発見するための方法を使用することに
よってサービス情報を取得した後で、第1のSTAは、Wi-Fi Directをサポートするデバイス
に対する直接関連付けサービスを確立することを予測し、第1のSTAはさらに、直接関連付
けサービス要求フレーム中のデバイスのデバイス名またはデバイス識別子を追加して、デ
バイスに対する直接関連付けサービスを確立するための要求を第1のAPに対して行うこと
ができる。本発明のこの実施形態では、デバイス名が説明のための例として使用されるが
、本発明に対する限定を何ら構成するものではない。
【０４６０】
　直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス要求状態が第2の要求状態である場合
、第1のAPが関連する直接関連付けサービス管理情報を削除しグループ識別子およびチャ
ネルリソースを再利用するように、第1のSTAが第1のSTAによって提供される直接関連付け
サービスをオフにするための要求を第1のAPに対して行うために、直接関連付けサービス
要求フレームが使用され、ここでは再び説明されない詳細については、図15Aおよび図15B
に示される直接関連付けサービスを管理するための方法を参照されたい。WiFi Direct機
能をサポートするSTAが動作状態にない場合、WiFi Direct関連付けサービスをオフにする
ことによって、デバイスのリソース消費が減り、利用可能なチャネルリソースを解放する
ことができる。任意選択で、サービス要求状態が第2の要求状態である場合、第1のSTAは
、第1のAPによって返される確認応答メッセージ、たとえば、ACK(肯定応答、affirmative
 acknowledgement)メッセージまたはNACK(否定応答、negative acknowledgement)メッセ
ージを受信する。
【０４６１】
　例示的に、直接関連付けサービス要求フレームを図30に示すことができ、長さ(length)
は、変数であり、直接関連付けサービス要求フレーム中の動作の詳細の長さを表すために
使用される。
【０４６２】
　サービス要求状態が第1の要求状態である場合、ステップ1602および1603を実行する。
【０４６３】
　1602. 第1のSTAが、第1のAPによって返される直接関連付けサービス応答フレームを受
信する。
【０４６４】
　直接関連付けサービス応答フレームは、グループアドレスを含み、さらに、グループ識
別子およびチャネル情報を含み得る。
【０４６５】
　グループアドレスは通常、直接関連付けサービスを提供するSTAのデバイスアドレスで
ある。
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【０４６６】
　例示的に、直接関連付けサービス応答フレームを図32に示すことができ、長さ(length)
は、変数であり、直接関連付けサービス応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために
使用される。
【０４６７】
　1603. 直接関連付けサービス応答フレームに従って、直接関連付け要求が成功したと判
定される場合、第1のSTAが、直接関連付けサービス応答フレーム中のグループアドレスに
対応する第2のSTAへの直接関連付けサービスを確立する。
【０４６８】
　任意選択で、直接関連付けサービス応答フレームがさらにチャネル情報を含む場合、直
接関連付けサービス応答フレーム中のグループアドレスに対応する第2のSTAに対して第1
のSTAが直接関連付けサービスを確立することは特に、第1のSTAによって、チャネル情報
に対応するワイヤレスチャネル上で、第2のSTAに対する直接関連付けサービスを確立する
ステップである。
【０４６９】
　ワイヤレス信号は互いに容易に干渉し、ワイヤレスチャネルリソースは限られているの
で、第1のAPは、直接関連付けサービスのチャネル情報を割り振り、これによって、STA間
の直接通信と、第1のAPが位置するチャネルの信号との相互の干渉を回避し、通信品質を
確保する。第1のAPがチャネルを割り振らず、STA間の直接通信が、特定のチャネル、たと
えば、Wi-Fi Direct技術で現在使用されている2.4Gのチャネル1、6、または11で実行され
得ること、または、STAがネゴシエーションを実行して直接関連付けサービスを確立する
ためのチャネルを選択し得ることも、可能である。その方式は本発明では限定されない。
【０４７０】
　第2のSTAに対する直接関連付けを確立した後で、第1のSTAはデータ授受を実行すること
ができる。
【０４７１】
　直接関連付け要求が失敗したことが、直接関連付けサービス応答フレームに従って判定
されると、手順は終了する。
【０４７２】
　特定の実装形態では、直接関連付けサービス応答フレームによって表されるような、要
求が成功したかまたは失敗したかを区別するための複数の方式があってよいことに留意さ
れたい。状態識別子がさらに、直接関連付けサービス応答フレームに含まれてよく、たと
えば、状態識別子が0である場合、それは要求が失敗したことを表し、状態識別子が1であ
る場合、それは要求が成功したことを表す。直接関連付けサービス応答フレーム中のグル
ープ識別子も表現のために使用されてよく、たとえば、グループ識別子が-1である場合、
それは要求が失敗したことを表す。また、直接関連付けサービス応答フレーム中の長さが
0である場合、すなわち、グループ識別子、グループアドレス、およびチャネル情報がす
べて空である場合、要求が失敗したことを表す。この方式は本発明のこの実施形態では限
定されない。
【０４７３】
　図17に示されるように、図17は、本発明のある実施形態で提供される、直接関連付けサ
ービスを取得するための第1の局STAの概略的な構造図である。第1のSTAは、送信ユニット
1701、受信ユニット1702、およびサービス確立ユニット1703を含む。
【０４７４】
　送信ユニット1701は、第1のアクセスポイントAPに直接関連付けサービス要求フレーム
を送信するように構成され、直接関連付けサービス要求フレームはサービス要求状態およ
びサービス名を含む。
【０４７５】
　直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名は、サービス識別子であってもよく
、たとえば、サービス識別子がグローバルに不変である場合、直接関連付けサービスはサ
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ービス識別子に従って要求され得る。本発明のこの実施形態では、サービス名が説明のた
めの例として使用されるが、本発明に対する限定を何ら構成するものではない。
【０４７６】
　例示的に、直接関連付けサービス要求フレームを図30に示すことができ、長さ(length)
は、変数であり、直接関連付けサービス要求フレーム中の動作の詳細の長さを表すために
使用される。
【０４７７】
　サービス要求状態が第1の要求状態である場合、走査を通じて利用可能なAPを取得し、
利用可能なAPのサービス要覧情報を取得した後で、第1のSTAは、サービス識別子に従って
、第1のAPから直接関連付けサービスを要求することができる。任意選択で、直接関連付
けサービス要求フレームはさらに、デバイス名またはデバイス識別子を含み得る。本発明
の図5に示されるサービスを発見するための方法を使用することによってサービス情報を
取得した後で、第1のSTAは、Wi-Fi Directをサポートするデバイスに対する直接関連付け
サービスを確立することを予測し、第1のSTAはさらに、直接関連付けサービス要求フレー
ム中のデバイスのデバイス名またはデバイス識別子を追加して、デバイスに対する直接関
連付けサービスを確立するための要求を第1のAPに対して行うことができる。
【０４７８】
　受信ユニット1702は、第1のAPによって返される直接関連付けサービス応答フレームを
受信するように構成され、直接関連付けサービス応答フレームはグループアドレスを含み
、さらに、グループ識別子およびチャネル情報を含み得る。
【０４７９】
　グループアドレスは通常、直接関連付けサービスを提供するSTAのデバイスアドレスで
ある。
【０４８０】
　ワイヤレス信号は互いに容易に干渉し、ワイヤレスチャネルリソースは限られているの
で、第1のAPは、直接関連付けサービスのチャネル情報を割り振り、これによって、STA間
の直接通信と、第1のAPが位置するチャネルの信号との相互の干渉を回避し、通信品質を
確保する。第1のAPがチャネルを割り振らず、STA間の直接通信が、特定のチャネル、たと
えば、Wi-Fi Direct技術で現在使用されている2.4Gのチャネル1、6、または11で実行され
得ること、または、STAがネゴシエーションを実行して直接関連付けサービスを確立する
ためのチャネルを選択し得ることも、可能である。その方式は本発明では限定されない。
【０４８１】
　例示的に、直接関連付けサービス応答フレームを図32に示すことができ、長さ(length)
は、変数であり、直接関連付けサービス応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために
使用される。
【０４８２】
　サービス確立ユニット1703は、直接関連付けサービス応答フレームに従って、直接関連
付け要求が成功したと判定される場合に、直接関連付けサービス応答フレーム中のグルー
プアドレスに対応する第2のSTAへの直接関連付けサービスを確立するように構成される。
【０４８３】
　任意選択で、直接関連付けサービス応答フレームがさらにチャネル情報を含む場合、サ
ービス確立ユニット1703は特に、チャネル情報に対応するワイヤレスチャネル上で、第2
のSTAに対する直接関連付けサービスを確立するように構成される。
【０４８４】
　任意選択で、第1のSTAはさらに、直接関連付けサービス要求が成功したかどうかを直接
関連付けサービス応答フレームに従って判定するように構成される、判定ユニットを含む
。
【０４８５】
　特定の実装形態では、直接関連付けサービス要求が成功したかどうかを判定するための
、複数の方式があり得る。状態識別子がさらに、直接関連付けサービス応答フレームに含
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まれてよく、たとえば、状態識別子が0である場合、それは要求が失敗したことを表し、
状態識別子が1である場合、それは要求が成功したことを表す。直接関連付けサービス応
答フレーム中のグループ識別子も表現のために使用されてよく、たとえば、グループ識別
子が-1である場合、それは要求が失敗したことを表す。また、直接関連付けサービス応答
フレーム中の長さが0である場合、すなわち、グループ識別子、グループアドレス、およ
びチャネル情報がすべて空である場合、要求が失敗したことを表す。この方式は本発明の
この実施形態では限定されない。
【０４８６】
　サービス要求状態が第2の要求状態である場合、第1のAPが関連する直接関連付けサービ
ス管理情報を削除しグループ識別子およびチャネルリソースを再利用するように、第1のS
TAが第1のSTAによって提供される直接関連付けサービスをオフにするための要求を第1のA
Pに対して行うために、直接関連付けサービス要求フレームが使用され、ここでは再び説
明されない詳細については、図15Aおよび図15Bに示される直接関連付けサービスを管理す
るための方法を参照されたい。Wi-Fi Direct機能をサポートするSTAが動作状態にない場
合、Wi-Fi Direct関連付けサービスをオフにすることによって、デバイスのリソース消費
が減り、利用可能なチャネルリソースを解放することができる。
【０４８７】
　任意選択で、サービス要求状態が第2の要求状態である場合、受信ユニット1702はさら
に、第1のAPによって返される、確認応答メッセージ、たとえば、ACKまたはNACKを受信す
るように構成される。
【０４８８】
　第1のSTAはさらに、ワイヤレス信号を送信し受信するように構成されるアンテナを含み
、アンテナは送信ユニット1701および受信ユニット1702に接続されることに留意されたい
。
【０４８９】
　図18は、本発明のある実施形態による、直接関連付けサービスを管理するための第1の
アクセスポイントAPの概略的な構造図である。第1のAPは、受信ユニット1801、第1の取得
ユニット1802、調査ユニット1803、問合せユニット1804、第2の取得ユニット1805、およ
び送信ユニット1806を含む。
【０４９０】
　受信ユニット1801は、第1の局STAから直接関連付けサービス要求フレームを受信するよ
うに構成される。
【０４９１】
　直接関連付けサービス要求フレームは、サービス要求状態およびサービス名を含み、デ
バイス名をさらに含み得る。
【０４９２】
　直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名およびデバイス名は、それぞれ、サ
ービス識別子およびデバイス識別子でもあり得る。たとえば、サービス識別子およびデバ
イス識別子がグローバルに不変の方式で割り振られる場合、直接関連付けサービスは、サ
ービス識別子およびデバイス識別子に従って要求され得る。本発明のこの実施形態では、
サービス名およびデバイス名が説明のための例として使用されるが、本発明に対する限定
を何ら構成するものではない。
【０４９３】
　例示的に、直接関連付けサービス要求フレームを図30に示すことができ、長さ(length)
は、変数であり、直接関連付けサービス要求フレーム中の動作の詳細の長さを表すために
使用される。
【０４９４】
　第1の取得ユニット1802は、サービス要求状態が第1の要求状態である場合に、第2のSTA
のデバイスアドレスを取得するように構成される。
【０４９５】
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　第1の取得ユニット1802は特に、直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名に
従って、第1のAPのサービス情報テーブルに問い合わせ、第1のAPのサービス情報テーブル
中に存在する既存のサービス情報中のサービス名が直接関連付けサービス要求フレーム中
のサービス名と同じであり、既存のサービス情報中のデバイス能力がWi-Fi Directをサポ
ートしている場合に、既存のサービス情報のデバイス識別子、すなわち、第2のSTAのデバ
イス識別子を取得し、第2のSTAのデバイス識別子に従って、第2のSTAのデバイスアドレス
を取得するように構成され、または、
　直接関連付けサービス要求フレームがデバイス名を含む場合に、直接関連付けサービス
要求フレーム中のデバイス識別子、すなわち、第2のSTAのデバイス識別子を取得し、第2
のSTAのデバイス識別子に従って第2のSTAのデバイスアドレスを取得するように構成され
る。直接関連付けサービスはデバイス間の距離についての要件を有するので、デバイス関
連付けサービスは、第1のAPと関連付けられるSTAのみによって提供される。第1のAPが第1
のAPのサービス情報テーブルに問い合わせるとき、BSSIDが第1のAPのMACアドレスと同じ
であることがさらに満たされる必要がある。
【０４９６】
　第1の取得ユニット1802は特に、第2のSTAのデバイス識別子に従って第1のAPのアドレス
対応付けテーブルに問い合わせ、第2のSTAのデバイスアドレスを取得するように構成され
、アドレス対応付けテーブルは、デバイスアドレスとデバイス識別子との対応付けを含む
。
【０４９７】
　調査ユニット1803は、第1の取得ユニット1802によって取得される第2のSTAのデバイス
アドレスに従って、第1のSTAと第2のSTAとの距離を調査するように構成される。
【０４９８】
　問合せユニット1804は、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに問い合わせる
ように構成される。
【０４９９】
　例示的に、直接関連付けサービス管理テーブルが図31に示され得る。
【０５００】
　問合せユニット1804は特に、サービス要求状態が第1の要求状態であり、調査ユニット1
803によって調査される第1のSTAと第2のSTAとの距離が直線距離よりも長くない場合に、
直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名および第2のSTAのデバイスアドレスに
従って、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに問い合わせるように構成される
。
【０５０１】
　直接関連付けサービス管理テーブルは、サービス名およびグループアドレスを含み、さ
らに、チャネル情報、グループ識別子、サービス識別子、およびデバイス名を含み得る。
【０５０２】
　グループアドレスは通常、直接関連付けサービスを提供するSTAのデバイスアドレスで
ある。
【０５０３】
　直線距離は、第1のAPで事前に設定された距離であってよく、または、第2のSTAによっ
て宣言されたデバイス能力で搬送されてよい。その方式は本発明では限定されない。
【０５０４】
　第2の取得ユニット1805は、第1のSTAの直接関連付けサービス要求のために直接関連付
けサービス管理情報を取得するように構成され、特に、
　既存の直接関連付けサービス管理情報の1つが第1のAPの直接関連付けサービス管理テー
ブルの中に存在し、既存の直接関連付けサービス管理情報中のサービス名が直接関連付け
サービス要求フレーム中のサービス名と同じであり、既存の直接関連付けサービス管理情
報中のグループアドレスが第2のSTAのデバイスアドレスと同じである場合に、既存の直接
関連付けサービス管理情報を取得し、または、
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　第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブル中の直接関連付けサービス管理情報のい
ずれかにおけるサービス名およびグループアドレスが、直接関連付けサービス要求フレー
ム中のサービス名および第2のSTAのデバイスアドレスと異なる場合に、第1の直接関連付
けサービス管理情報を取得し、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに第1の直接
関連付けサービス管理情報を記録するように構成され、第1の直接関連付けサービス管理
情報は、直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名および第2のSTAのデバイスア
ドレスを含み、直接関連付けサービス管理情報はさらに、第1のグループ識別子および第1
のチャネル情報を含み得る。
【０５０５】
　第1のチャネル情報は、第1のAPによって第1のSTAに割り振られ直接通信のために使用さ
れる、ワイヤレスチャネルについての情報を含む。第1のグループ識別子は、第2のSTAの
デバイスアドレスに対応し、第1のSTAの直接関連付けサービス要求のために第1のAPによ
って割り振られるグループ識別子である。1つのグループ識別子は同じサービスを提供す
る複数のSTAのデバイスアドレスに対応し得ることに留意されたい。
【０５０６】
　送信ユニット1806は、取得ユニット1805によって取得される直接関連付けサービス管理
情報に従って、第1のSTAに直接関連付けサービス応答フレームを送信するように構成され
る。
【０５０７】
　直接関連付けサービス応答フレームは、グループアドレスを含み、さらに、グループ識
別子およびチャネル情報を含み得る。
【０５０８】
　ワイヤレス信号は互いに容易に干渉し、ワイヤレスチャネルリソースは限られているの
で、第1のAPは、直接関連付けサービスのチャネル情報を割り振り、これによって、STA間
の直接通信と、第1のAPが位置するチャネルの信号との相互の干渉を回避し、通信品質を
確保する。第1のAPがチャネルを割り振らず、STA間の直接通信が、特定のチャネル、たと
えば、Wi-Fi Direct技術で現在使用されている2.4Gのチャネル1、6、または11で実行され
得ること、または、STAがネゴシエーションを実行して直接関連付けサービスを確立する
ためのチャネルを選択し得ることも、可能である。その方式は本発明では限定されない。
【０５０９】
　例示的に、直接関連付けサービス応答フレームを図32に示すことができ、長さ(length)
は、変数であり、直接関連付けサービス応答フレーム中の動作の詳細の長さを表すために
使用される。
【０５１０】
　任意選択で、図18aに示されるように、第1のAPはさらに直接関連付け管理ユニット1807
を含む。
【０５１１】
　任意選択で、問合せユニット1804は特に、さらに、サービス要求状態が第2の要求状態
である場合に、直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名および第1のSTAのデバ
イスアドレスに従って、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルに問い合わせるよ
うに構成される。
【０５１２】
　直接関連付け管理ユニット1807は、直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス要
求状態が第2の要求状態であり、既存の直接関連付けサービス管理情報の1つが第1のAPの
直接関連付けサービス管理テーブル中に存在し、既存の直接関連付けサービス管理情報中
のサービス名が直接関連付けサービス要求フレーム中のサービス名と同じであり、既存の
直接関連付けサービス管理情報中のグループアドレスが第1のSTAのデバイスアドレスと同
じである場合に、第1のAPの直接関連付けサービス管理テーブルから既存の直接関連付け
サービス管理情報を削除するように構成される。
【０５１３】
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　任意選択で、直接関連付け管理ユニット1807はさらに、既存の直接関連付けサービス管
理情報中のグループ識別子をグループ識別子プールへと再利用し、既存の直接関連付けサ
ービス管理情報中のチャネル情報に対応するチャネルリソースを再利用するように構成さ
れる。
【０５１４】
　任意選択で、送信ユニット1806はさらに、直接関連付け管理ユニット1807が直接関連付
けサービス管理テーブルを更新した後で、確認応答メッセージ、たとえば、ACKまたはNAC
Kを第1のSTAに返すように構成される。
【０５１５】
　第1のAPはさらに、ワイヤレス信号を送信し受信するように構成されるアンテナを含み
、アンテナは受信ユニット1801および送信ユニット1806に接続されることに留意されたい
。
【０５１６】
　図19に示されるように、本発明のある実施形態は、直接関連付けサービスを管理するた
めのシステムを提供し、システムは、本発明の図17に示される第1の局STAと、本発明の図
18に示される第1のアクセスポイントAPとを含む。第1のSTAおよび第1のAPは、直接関連付
けサービスを提供できる第2のSTAを探索するために対話を行うことができ、第1のAPは直
接関連付けサービスを管理する。システムはさらに第2のSTAを含み、第1のSTAおよび第2
のSTAは直接通信を実行することができる。
【０５１７】
　本発明のこの実施形態で提供される直接関連付けサービスを取得し管理する技術的な解
決法を使用することによって、APは、直接関連付けサービスを提供するSTAを発見しSTA間
の直接通信を管理するためのプロキシとして機能することができ、STAは、別のデバイス
の要求をチャネル上で定期的に聴取する必要がなく、これによって、STAのリソース消費
および電力消費を減らす。
【０５１８】
　本発明のこの実施形態で提供される技術的な解決法を採用することによって、第1のAP
は、ネットワーク中でサービス情報を探索するための第1のSTAのためのプロキシとして機
能することができ、第1のAPは、ローカル探索およびリモート探索を通じて、より広範で
豊富なサービス情報をユーザに提供することができ、これによって、サービス要件に従っ
てネットワークを選択するユーザの要求を満たす。APは、直接関連付けサービスを提供す
るSTAを発見しSTA間の直接通信を管理するためのプロキシとして機能し得るので、ネット
ワークにおいてサービスを提供するSTAはまた、別のデバイスの探索要求をチャネル上で
定期的に聴取する必要がなく、これによって、サービスを提供するSTAのリソース消費お
よび電力消費を減らす。加えて、第1のSTAは、関連付けの前と関連付けの後の両方で、第
1のAPを使用することによってサービス情報を取得することができ、これによって、異な
るAP間の頻繁な関連付けおよび切断の問題が回避され、この頻繁な関連付けおよび切断は
、APと関連付けられた後で、必要とされるサービスが存在しないことを第1のSTAが発見し
、次いで切断されることが原因で発生する。これにより、ユーザは確実に、サービスを提
供するネットワークにより高速および正確にアクセスすることができ、ユーザ体験が改善
される。その上、第1のAPと関連付けられる第1のSTAは、第1のAP上でサービス情報を宣言
し、または取り消すことができ、第1のSTAは、別のデバイスの探索要求をチャネル上で定
期的に聴取する必要がなく、第1のAPはさらに、ネットワーク中のアクセス可能な隣接AP
に、第1のAP上で宣言されたデバイス情報およびサービス情報を拡散することができ、よ
り豊富なサービス情報をユーザに提供するために、アクセス可能な隣接APによって提供さ
れたサービス情報を受信することもできる。最後に、AP上で保持されるサービス情報は、
認証されAPに関連付けられるSTAにより公開されたものであるので、セキュリティが確保
され、サービスの信頼性がさらに確保される。
【０５１９】
　本実施形態の方法のステップのすべてまたは一部が、関連するハードウェアに命令する



(63) JP 6068630 B2 2017.1.25

10

20

30

40

プログラムによって実施され得ることを、当業者は理解することができる。プログラムは
、コンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。記憶媒体は、ROM/RAM、磁気ディスク、ま
たは光ディスクを含み得る。
【０５２０】
　前述の説明は、本発明の例示的な実施の方式にすぎず、本発明の保護範囲を限定するこ
とは意図されない。本発明で開示された技術的な範囲内にある、当業者により容易に理解
される任意の変更または置換が、本発明の保護範囲に入るべきである。
【符号の説明】
【０５２１】
　　601　受信ユニット
　　602　問合せユニット
　　603　送信ユニット
　　604　走査ユニット
　　602A　ローカルサブユニット
　　602B　リモートサブユニット
　　602C　結果取得サブユニット
　　602a　探索サブユニット
　　602b　リモートサブユニット
　　602c　ローカルサブユニット
　　701　送信ユニット
　　702　受信ユニット
　　703　走査ユニット
　　1101　受信ユニット
　　1102　第1の取得ユニット
　　1103　第2の取得ユニット
　　1104　記録ユニット
　　1105　送信ユニット
　　1106　保守ユニット
　　1201　送信ユニット
　　1202　受信ユニット
　　1203　記録ユニット
　　1204　情報保守ユニット
　　1701　送信ユニット
　　1702　受信ユニット
　　1703　サービス確立ユニット
　　1801　受信ユニット
　　1802　第1の取得ユニット
　　1803　調査ユニット
　　1804　問合せユニット
　　1805　第2の取得ユニット
　　1806　送信ユニット
　　1807　直接関連付け管理ユニット
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